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実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

  比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

相違 No. 相違理由

① 島根２号炉は，地下水位低下設備を設置許可基準規則第 12 条を準用する設備としていない 
② 島根２号炉では，設置許可段階における構造成立性検討のための地下水位を設定

③ 島根２号炉は，アクセスルートについて地下水位低下設備の効果を期待していない

④ 島根２号炉は，ドレーンが閉塞しないと評価

⑤ 島根２号炉の地下水位低下設備は設置許可基準規則第 12 条に該当しないため，保安規定に定める運転上の制限は考慮していない 
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・解析条件の相違 

島根 2号炉は，再現解析と予

測解析で，分水嶺までの同一の

モデルを使用 

・資料構成の相違 

 

・資料構成の相違 

 

 

・検討内容の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備を設置許可基準規則第 12

条を準用する設備としていない

（以下，①の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

島根２号炉は，設置許可段階

で構造成立性の検討に用いる地

下水位の設定方針について言及 
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・検討内容の相違 
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第Ⅰ編 地下水位低下設備の要求機能及び地下水位の設定方針 

 

1. 地下水位低下設備の要求機能 

 

原子炉建屋等の主要建屋直下及びその周囲には地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下

設備が設置され,その機能を考慮した地下水位に基づき,施設の耐震設計を行ってきた。 

 

 

 

 

地下水位低下設備(既設)設置位置を別紙18-1図に示す(添付資料１参照)。 

地下水位低下設備は,各施設周囲の岩盤上に設置されたドレーン(硬質ポリ塩化ビニル製有孔管

「以下,有孔塩ビ管」<φ100mm～200mm>及び有孔遠心力鉄筋コンクリート管「以下,有孔ヒューム

管」<φ500mm～1,050mm>)により揚水井戸に集水し,揚水ポンプ・配管を介して構内排水路へ排水

する構造となっている。 

 

 

 

地下水位低下設備の機能は,地下水位を一定の範囲に保持することであり,これにより地下水位

低下設備の機能に期待する施設に及ぶ水位上昇に伴う影響が低減される。 

従前は山から海へ向かう一方向の流動場が形成されていたが(補足説明資料１参照),津波防護

施設として敷地海側に設置する防潮堤の沈下対策(下方の地盤改良)を行う(別紙18-2図)ことに

より,地下水の流れが遮断され流動場が変化する。 

地下水位低下設備の機能に期待できない場合,地下水位は沈下対策前より上昇し,施設の安全性

へ影響が生じる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ編 地下水位低下設備の要求機能及び地下水位の設定方針 

 

1. 地下水位低下設備の要求機能 

【地下水位低下設備の位置付け】 

原子炉建物等の主要建物直下及びその周囲には地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低

下設備（既設）※１を設置しており，建物，構築物（原子炉建物等）については,揚圧力低減のた

め地下水位低下設備（既設）の機能に期待した地下水位を設定していた。 

一方，屋外重要土木構造物（取水槽及び屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒））は，施設

護岸に近傍しており，施設護岸が基礎捨石上に設置された構造物であるため，地下水位を朔望平

均満潮位H.W.L.（既工認時EL.＋0.3m）と設定していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水位低下設備（既設）の機能は,地下水位を一定の範囲に保持することであり,これにより

地下水位低下設備の機能に期待する施設に及ぶ水位上昇に伴う影響が低減される。 

従来，地下水は山から海へ向かう一方向の流動場が形成されていたが(補足説明資料１参照),

津波防護施設として防波壁の設置及び地盤改良を実施したこと(別紙17-2,3図)により,地下水の

流れが遮断される等，流動場が変化する可能性がある。 

また，地下水位低下設備の機能に期待できない場合,地下水位は防波壁設置前より上昇し,施設

の安全性へ影響が生じる可能性がある。 

防波壁設置後の地下水位を観測した結果，１，２号機エリアの地下水位低下設備（既設）周辺

及び高台の地下水位については，大きな変化がないものの，３号機北側施設護岸周辺（改良地盤）

の地下水位は若干上昇する傾向が認められる。 

以上を踏まえ，地下水位低下設備（既設）の有無による建物・構築物への影響を検討し，基準

適合上の位置付けを整理する。 

地下水位低下設備（既設）の有無による建物・構築物への影響について，第３条第２項におけ

る液状化影響低減及び第４条（第39条）における揚圧力低減のため，地下水位低下設備（既設）

の機能に期待する施設は，建物・構築物のうち原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制

御室建物及び排気筒であり，地下水位低下設備（既設）の機能に期待する基礎地盤・周辺斜面，

屋外重要土木構造物，津波防護施設，重大事故等対処施設及び保管場所・アクセスルートはない。 

一方で，地下水位低下設備（既設）については，ドレーン（サブドレーン，集水管及び接続枡）

の直接的な確認ができない等から，保守管理性が低い設備である。 

以上を踏まえ，原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物及び排気筒に作用す

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，屋外重要土木

構造物についても説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，防波壁設置後

の地下水位について記載を拡充 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の位置付けを説明 
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本資料では,上記で述べた女川のサイト特性を踏まえ,今後の施設設計に用いる地下水位を設定

するに当たり,防潮堤沈下対策後における施設の安全性に及ぼす影響を確認し,必要な機能を保

持するための信頼性確保の方針について検討した。 

その上で,信頼性確保の方針を踏まえた設計用地下水位の設定方法について整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る揚圧力及び液状化影響の低減を目的として，信頼性（耐久性・耐震性・保守管理性）を満足す

る地下水位低下設備※２を新設する。 

また，設置許可基準規則第３条第２項及び第４条(第39条)への適合に当たり，原子炉建物等の

設計の前提条件となる地下水位を一定の範囲に保持するために必要であることから,地下水位低

下設備を設計基準対象施設（Ｃクラス：Ｓｓ機能維持）として位置付ける。 

なお，地下水位低下設備は安全施設に該当しないが，設備の重要性を考慮し，故障要因等を整

理したうえで信頼性向上（多重化，非常用電源確保，Ｓｓ機能維持，復旧用可搬ポンプの準備等）

を図る。 

本資料では,上記で述べた島根のサイト特性を踏まえ,今後の施設設計に用いる地下水位を設

定するに当たり,防波壁周辺の地盤改良実施後における施設の安全性に及ぼす影響を確認し,必

要な機能を保持するための信頼性確保の方針について検討した。 

そのうえで,信頼性確保の方針を踏まえた設計地下水位の設定方法について整理した。 

※１ 地下水位低下設備（既設）は，集水機能（ドレーン：サブドレーン，集水管及び接続枡），

支持・閉塞防止機能（揚水井戸：サブドレーンピット），排水機能（揚水ポンプ及び配管），

監視制御機能（制御盤及び水位計）及び電源機能（電源）を有する設備である。 

※２ 地下水位低下設備は，地下水位低下設備（既設）のドレーンより低い位置で集水し，かつ

地下水位低下設備（既設）から独立した，信頼性（耐久性・耐震性・保守管理性）を満足

する設備とする。なお，配置及び構造については，詳細設計段階で確定する。 

 

別紙17-1図 地下水位低下設備の概念図 

 

【地下水位低下設備（既設）の概要】 

地下水位低下設備(既設)の概要を別紙17-2図に示す。 

地下水位低下設備（既設）は,各施設周囲の岩盤上に設置されたサブドレーン(硬質ポリ塩化ビ

ニル製有孔管〈φ150mm〉），集水管（有孔遠心力鉄筋コンクリート管〈φ300mm〉）及び接続枡

を介してサブドレーンピットに集水し,揚水ポンプ・配管を介して構内排水路へ排水する構造と

なっている。地下水位が，通常運転状態の水位を超えるEL.－5.90m以上に上昇すると，水位セン

サーが検知して揚水ポンプを起動し，EL.－5.70mまで順次起動することにより，通常運転水位ま

で低下させる。ポンプは保守点検のルールを定めて運用しており，定期的な巡視・点検を行って

いる他，地震後は速やかに設備点検し状況を確認することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）と地下水位低下設

備の定義を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の運用について記

載 

 

Ｐ

２号原子炉
建物

Ｐ

Ｐ

地下水位低下
設備（既設）

新設する地下水位
低下設備（案）
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別紙 18-1図 地下水位低下設備(既設)設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 17-2(1)図 地下水位低下設備（既設）の概要 

 

 

別紙 17-2(2)図 地下水位低下設備（既設）のうちサブドレーン他の断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の構造について，

冒頭で記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号炉
タービン建物

２号炉
廃棄物
処理建物

１号炉
タービン建物

２号炉
取水槽

１号
原子炉
建物

２号原子炉建物

１号炉
取水槽

３号原子炉建物

３号炉
取水槽

３号炉
サービス
建物

３号炉
制御室
建物

３号炉
タービン
建物

３号炉
廃棄物処理建物

接続枡
集水管
サブドレーン
サブドレーンピット

地盤改良箇所

防波壁

集水管（原子炉建物周辺）

原子炉
建物

埋戻土
（掘削ズリ）等

集水管（タービン建物，廃棄物処理建物周辺）

廃棄物
処理建物

埋戻土
（掘削ズリ）等

サブドレーン

原子炉建物
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別紙 18-2図 防潮堤の沈下対策概要 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 17-2(3)図 地下水位低下設備（既設）のうちサブドレーンピット断面図 

 

 

 

 

別紙 17-3図 防波壁（波返重力擁壁）下部の地盤改良概要 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の構造について，

冒頭で記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GL（EL+15.0m）

pp

集水管下端（EL-5.43m）

EL-11.00m

EL-8.19m

揚水ポンプA2, B2のうち2台目起動（EL-5.70m）

揚水ポンプA1, B1のうち2台目起動
揚水ポンプA2, B2のうち1台起動

揚水ポンプA2, B2停止（EL-7.20m）

揚水ポンプA1, B1のうち1台起動（EL-5.90m）

揚水ポンプA1, B1停止（EL-6.60m）

集水管

pp

（EL-5.80m）

通常運転状態の水位

p

p

：揚水ポンプA2, B2

：揚水ポンプA1, B1

：配管
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2.設計用地下水位の設定方針 

 

2.1 基本的な考え方 

前述のとおり,防潮堤の下方の地盤改良によって地下水の流れが遮断され,地下水位が上昇した

場合には,揚圧力上昇及び液状化による土圧等の変化により施設等の耐震性に影響※1 が及ぶ可能

性がある。 

このことから,施設の設計の前提が確保されるよう地下水位を一定の範囲に保持する地下水位

低下設備の機能を考慮した設計用地下水位を設定し,揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり

込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても,当該施設の機能が損なわれるおそれが

ないように設計する方針とする。 

地下水位低下設備の効果が及ばない範囲においては,自然水位より保守的に設定した水位又は

地表面にて設計用地下水位を設定し,同様に揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下

等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても,当該施設の機能が損なわれるおそれがないよう

に設計する方針とする。 

地下水位低下設備の機能を考慮し,施設の設計用地下水位を設定するに当たっては,地形等を適

切にモデル化した浸透流解析を実施することとし,保守性を確保する方針とする。 

解析の保守性については,解析に用いるパラメータや境界条件の保守的な設定の他,地下水位低

下設備を信頼性が確保された範囲※2 に限定し考慮することにより確保する。なお,地下水位低下

設備の検討に当たっては建設時工認における設計用地下水位の確保を目安とする。 

以上の方針に基づき,工事計画認可段階において,地下水位低下設備の機能を考慮した浸透流解

析を実施の上,設計用地下水位を設定し耐震評価を行いその詳細を示す。 

浸透流解析を用いた設計用地下水位の設定フローを別紙 18-3図に示す。 

※1 第Ⅰ編 2.4項に示す地下水位が上昇した場合の揚圧力影響(実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則(以下,設置許可基準規則)第４条)及び液状化

影響(設置許可基準規則第３条第２項)。液状化等による影響の観点から,盛土・旧表土の分

布と施設の配置との関係を補足説明資料４に示す。 

※2 地下水位低下設備の重要安全施設への影響に鑑み,安全機能の重要度分類を踏まえ講ずる

設計上の配慮として,多重性及び独立性を確保できる確保した範囲,信頼性向上の方針は第

Ⅱ編で詳述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.設計地下水位の設定方針 

 

2.1基本的な考え方 

前述のとおり,防波壁の設置及び防波壁周辺の地盤改良によって地下水の流れが遮断され,地

下水位が上昇した場合には,揚圧力上昇及び液状化による土圧等の変化により施設等の耐震性に

影響※1が及ぶ可能性がある。 

このことから,施設の設計の前提が確保されるよう地下水位を一定の範囲に保持する地下水位

低下設備の機能を考慮した設計地下水位を設定し,揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込

み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても,当該施設の機能が損なわれるおそれがな

いように設計する方針とする。 

地下水位低下設備の効果が及ばない範囲においては,自然水位より保守的に設定した水位又は

地表面にて設計地下水位を設定し,同様に揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等

の周辺地盤の変状を考慮した場合においても,当該施設の機能が損なわれるおそれがないように

設計する方針とする。 

地下水位低下設備の機能を考慮し,施設の設計地下水位を設定するに当たっては,地形等を適

切にモデル化した浸透流解析を実施することとし,保守性を確保する方針とする。 

解析の保守性については,解析に用いるパラメータや解析条件の保守的な設定の他,地下水位

低下設備を信頼性が確保された範囲※2 に限定し考慮することにより確保する。なお,地下水位低

下設備の検討に当たっては建設時工認における設計地下水位の確保を目安とする。 

以上の方針に基づき,詳細設計段階において,地下水位低下設備の機能を考慮した浸透流解析

の結果から設計地下水位を設定し耐震評価を行いその詳細を示す。 

浸透流解析を用いた設計地下水位の設定フローを別紙 17-4図に示す。 

※１ 第Ⅰ編 2.4 項に示す地下水位が上昇した場合の揚圧力影響(実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則(以下,設置許可基準規則)第４条)及び液

状化影響(設置許可基準規則第３条第２項)。液状化等による影響の観点から, 埋戻土（掘

削ズリ）・砂礫層の分布と施設の配置との関係を補足説明資料４に示す。 

※２ 地下水位低下設備の原子炉建物等への影響に鑑み,地下水位低下設備の機能を保持する設

計とする。信頼性向上の方針は第Ⅱ編で詳述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 
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別紙 18-3図 浸透流解析を用いた設計用地下水位の設定フロー 

 

別紙 18-3 図の各プロセスにおける検討方針を以下に示す。なお,各審査段階における提示内容

を添付資料３に示す。 

(A)～(B)水位評価用モデル作成・再現解析による検証 

 

 

 

・解析モデル・境界条件について建設時工認を参照し設定した上で,観測記録との比較等により

モデル全体としての保守性の確認を行う。 

 

 

 

(C)地下水位が上昇した場合の影響確認 

・防潮堤沈下対策による地下水流動場の変化を考慮した水位評価用モデルにおいて地下水位低

下設備による地下水位を一定の範囲に保持する機能が期待できない場合の地下水位を算定す

る。 

・この算定結果も踏まえ,耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等を網羅

的に抽出する。 

 

 

 

別紙 17-4図 浸透流解析を用いた設計地下水位の設定フロー 

 

別紙 17-4図の各プロセスにおける検討方針を以下に示す。なお,各審査段階における提示内容

を添付資料２に示す。 

(A)～(B) 解析モデル作成・再現解析による検証 

・島根サイトの地形的特徴，計算機能力を踏まえ，適切に地下水位を評価する観点から，１，

２号炉エリア及び３号炉エリアそれぞれで解析モデルを作成する。 

 

・再現解析（定常）を実施し,解析水位と観測水位の比較結果を踏まえ，解析モデルに用いる

透水係数等の解析用物性値を含めたモデルの妥当性を確認する。また，参考として再現解析

（非定常）を実施し，解析水位と観測水位の比較確認を行う。 

 

 

(C)地下水位が上昇した場合の影響確認 

・防波壁周辺の地盤改良により敷地内の地下水の流動場が変化することを踏まえ, 耐震評価に

おいて地下水位の影響を受ける可能性のある施設等を網羅的に抽出する。この影響確認にお

いては，降雨条件を発電所の平均年間降水量より保守的に設定するとともに，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析方法の相違 

島根２号炉は，２種類の解析

モデルを作成 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，再現解析（定

常）によりモデルの妥当性を確

認し，参考として再現解析（非

定常解析）を実施 

 

 

 

 

 

 

１，２号炉エリア

３号炉エリア

START

（Ａ）解析モデル作成

（Ｃ）地下水位が上昇した
場合の影響確認

（Ｆ）設計地下水位の設定

END

（Ｄ）構造成立性検討用の
地下水位設定

（Ｅ）地下水位低下設備の考慮
（信頼性が確保された範囲）

（Ｂ）再現解析による検証

（Ｇ）観測による検証

３号炉モデル１，２号炉モデル

：設置許可段階において確認する範囲
：詳細設計段階において確認する範囲
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・抽出した施設等について,地下水位の上昇により生じる影響の時系列的な変化を整理し,この

影響を低減するための施設ごとの対応方針を定めた上で地下水位低下設備の信頼性を図る方

針とする(第Ⅱ編にて詳述)。 

 

 

 

 

(D)地下水位低下設備の考慮 

・浸透流解析における算定条件として,地下水位低下設備は施設周辺における地下水位の保持に

寄与し信頼性が確保できる範囲を有効なものとして設定する。 

 

(E)設計用地下水位の設定 

・工事計画認可段階で(A)～(D)に基づく予測解析を実施し,地下水位を一定の範囲に保持する地

下水位低下設備の機能を考慮した設計用地下水位を設定する。 

 

 

 

(F)観測による検証 

・防潮堤沈下対策前後の地下水位観測データを取得し,(E)にて定める設計用地下水位の検証を

行う。 

 

設計用地下水位の設定に当たっては,①～③に示すとおり,建設時工認段階の地下水位設定(二

次元浸透流解析)において適用した保守性確保方針(解析に用いるパラメータや境界条件の保守

的な設定,①と③)の他,さらに地下水位低下設備を信頼性が確保された範囲に限定し考慮する

(②)ことにより保守性を確保する方針とする。 

①地盤の透水性 

建設時工認の透水係数を基本とし地下水位を高めに評価するよう保守的に設定する。 

 

②ドレーンの有効範囲 

信頼性が確保されたドレーンのみ管路として考慮する。施設に対するドレーンの配置から期

待範囲を設定し,信頼性の確保に係る 3 つの観点(耐久性,耐震性,保守管理性)を満たす範囲

を抽出した上で,地下水位低下設備の重要安全施設への影響に鑑み,安全機能の重要度分類

を踏まえ講ずる設計上の配慮として,多重性及び独立性を確保できる範囲のみ有効範囲とし

て設定する。 

 

 

 

 

・抽出した施設等について,地下水位の上昇により生じる影響の時系列的な変化を整理し,この

影響を低減するための施設ごとの対応方針を定める。 

 

 (D)構造成立性検討用の地下水位設定 

・(C)を踏まえ，設置許可段階における構造物の構造成立性を確認するための地下水位の設定

方針を示す。 

 

(E)地下水位低下設備の考慮（第Ⅱ編及び添付資料１にて詳述） 

・(C),(D)を踏まえ，地下水位低下設備（既設）の機能に期待する施設については，信頼性の

確保された地下水位低下設備を新設し，その機能に期待する方針とする。 

 

(F)設計地下水位の設定 

・詳細設計段階で, (A)～(E)に基づく予測解析を実施し，各施設における設計地下水位を設定

する。降雨条件は発電所の平均年間降水量より保守的に設定するとともに，地下水位低下設

備（既設）の機能に期待しないものとする。なお，地下水位低下設備（既設）の機能に期待

する施設については，信頼性の確保された地下水位低下設備の機能に期待する。 

 

(G)観測による検証 

・地下水位観測記録を取得し,(F)にて定める設計地下水位の検証を行う。 

 

 

設計地下水位の設定に当たっては,浸透流解析において，以下に示す保守性を確保する方針とす

る。 

 

 

 

 

 

①地下水位低下設備（既設）の機能に期待しない 

ドレーンは砕石及び土砂が流入して集水機能が低下した状態，揚水ポンプは稼働しない状態

とし，揚水経路としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

島根２号炉では，設置許可段

階における構造成立性検討のた

めの地下水位を設定（以下，②

の相違） 

 

 

 

 

 

・解析条件の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待しな

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析条件の相違 

島根２号炉は，透水試験等に

基づき透水係数を設定 

・解析条件の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待しな

い 

・検討内容の相違 

①の相違 
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③境界条件 

解析境界の地表面に水位固定する(別紙 18-4図,建設時工認と同様)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙18-4図 保守的な解析条件の設定例(③解析境界の地表面に水位固定) 

 

 

 

 

 

2.2水位評価用モデル 

原子炉建屋等の施設が設置される主要エリア(0.P.+14.8m盤周辺)の地下水位の評価において

は,0.P.+14.8m盤周辺の法肩までを解析範囲とした三次元地形モデルを作成する(解析ソフ

ト:GETFLOWS(General purpose Terrestrial fluid-FLOW Simulator)バージョン:ver.6.64.0.1)。 

 

 

水位評価用モデル鳥瞰図を別紙18-5図に,水位評価用モデルの概要を別紙18-1表に示す。 

②降雨条件 

島根原子力発電所での地下水位観測期間における平均年間降水量は約 1,540mmであり，気象

庁松江地方気象台における年間降水量(1941～2018 年)の平均値は約 1,880mmである。 

浸透流解析における降水量の設定条件として，上記松江地方気象台における年間降水量にば

らつきを考慮した値（平均値＋１σ）に，今後の気候変動予測による降水量の変化※を加味

し，降水量を設定する。別紙 17-5 図に解析用降雨条件と観測降雨条件によるモデル境界地

点での水位分布を示す。 

※  気象庁・環境省 「日本国内における気候変動の不確実性を考慮した結果について」

より 

 

 
別紙 17-5図 保守的な解析条件の設定例 

 

2.2解析モデル作成 

地下水位の評価においては,敷地を取り囲む分水嶺までを解析範囲とした三次元地形モデルを

作成することから，計算機能力を踏まえて適切に地下水位を評価するため，それぞれのエリアで

解析モデルを作成した(解析ソフト: Dtransu-3D・EL,バージョン：ver.2af90MP)。 

なお，両モデルの境界において，重なる部分における地下水位は概ね一致することを確認して

いる。 

解析モデル鳥瞰図を別紙17-6図に,解析モデルの概要を別紙17-1表に示す。 

 

 

 

・解析条件の相違 

女川２号炉では解析境界を水

位固定としているが，島根２号

炉では解析領域全域に保守的な

降水量を設定している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析方法の相違 

島根２号炉は，Dtransu-3D・

ELを使用し，２種類の解析モデ

ルを作成 
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別紙18-5図 水位評価用モデル鳥瞰図 

 

別紙18-1表 水位評価用モデルの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 17-6図 解析モデル鳥瞰図 

 

別紙 17-1表 解析モデルの概要 

 

また，１，２号炉主要建物周辺における構造物等のモデル化方針について，別紙 17-7 図に示

す。原子炉建物等の主要建物については，揚圧力影響を検証するために不透水層として設定し，

主要建物周辺の地下水流に影響を及ぼすと考えられる長大な構造物等については，実際の地下水

流を模擬するため，難透水層（1.0×10-5(cm/s)）として設定した。 

 

 

別紙 17-7図 主要建物周辺における構造物等のモデル化方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，構造物のモデ

ル化方針について記載を拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，２号炉主要施設

３号炉主要施設

防波壁

山側

海側
１，２号炉エリア 解析モデル ３号炉エリア 解析モデル

凡例

分水嶺 分水嶺

※耐震裕度向上等の目的で実施した地盤改良等は，難透水層としてモデル化する。

項目 内容

モデル化範囲等 ・敷地を取り囲む分水嶺までを対象範囲とする。
・対象領域内の構造物※をモデル化し，敷地造成時における掘削・埋戻しを反映する。

名称

不
透
水
層
と
し
て
モ
デ
ル
化

２号原子炉建物

２号炉タービン建物

２号炉廃棄物処理建物

制御室建物

１号原子炉建物

１号炉タービン建物

１号炉廃棄物処理建物

難
透
水
層
と
し
て
モ
デ
ル
化

２号炉排気筒基礎

２号炉取水槽

２号炉放水槽

２号炉CSTタンク基礎他

２号炉フィルタ付ベント設備格納槽他

１号炉排気筒基礎

１号炉取水槽

防波壁

２号炉ジブクレーン基礎※

２号炉取水槽周り止水壁・土留壁※

２号炉南側土留壁※

集水管・接続枡

凡例

難透水層としてモデル化した範囲

不透水層としてモデル化した範囲

サブドレーンピット

サブドレーン

※２号炉建設時の工事用仮設構造物

２号炉
タービン建物

２号炉
廃棄物
処理建物

２号原子炉建物

２号炉排気筒基礎

２号炉放水槽

２号炉
ジブクレーン基礎

２号炉
CSTタンク基礎他

２号炉フィルタ付ベント
設備格納槽他

制御室
建物

1号炉タービン建物

１号原子炉建物

１号炉廃棄物処理建物

２号炉
取水槽

１号炉排気筒基礎

１号炉
取水槽

２号炉南側土留壁

２号炉取水槽周り
止水壁・土留め壁

防波壁
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2.3再現解析による検証 

(1)再現解析と観測水位との比較 

再現解析の目的は,水位評価用モデルに用いる透水係数等の解析用物性値を含めたモデル全体

としての保守性を確認することである。 

 

 

 

透水係数は,補足説明資料２に示す建設時工認段階の評価に用いた設定値等(ルジオン試験等に

基づく値)とする。 

 

再現解析は,前述の水位評価用モデルを敷地周辺の分水嶺まで拡張し,観測降雨を与えることに

より実施した。また,保守性は解析水位が観測水位を上回ることにより確認することとした(水位

観測時点の構造物をモデル化しており防潮堤沈下対策は非考慮)。 

再現解析モデル鳥瞰図を別紙18-6図に,観測孔位置を別紙18-7図に,観測値と解析値の比較を別

紙18-8図に示す。 

再現解析の結果,解析値は期間平均及び最大値のいずれにおいても観測値を上回ることを確認

した。この結果から,予測解析においても解析値が安全側(地下水位が高め)に評価されると考え

られ,モデル全体としての保守性が確保されることを確認した。 

 

 

 

別紙18-6図 再現解析モデル鳥瞰図 

 

2.3再現解析による検証 

(1)再現解析と観測水位との比較 

再現解析の目的は,解析モデルに用いる透水係数等の解析用物性値を含めたモデルの妥当性を

確認することである。 

再現解析において，降雨条件を観測降雨※より求まる年平均降雨（1,540mm/年）として，敷地

内の定常的な地下水位を確認するため，浸透流解析（定常解析）を実施する。また，参考として

観測降雨を与える浸透流解析（非定常解析）も実施する。 

その他の解析条件として，透水係数は別紙17-2表のとおり透水試験等に基づき設定（補足説明

資料２参照）し，揚水条件は既設の揚水ポンプの起動高さにおいて水位固定条件とする。 

 

解析の妥当性は解析値（解析水位）と観測値（観測水位）を比較することにより確認すること

とした(水位観測時点の構造物をモデル化)。 

 

観測孔位置を別紙17-8図に,観測値と解析値の比較を別紙17-9図に示す。 

 

再現解析（定常）の結果, 観測孔位置における地下水位について，解析値は観測値と概ね一致

するか上回ることから，解析モデル全体として妥当性を有することを確認した。この結果から，

予測解析においても解析値が適切に評価されると判断した。なお，地下水位を観測値よりも保守

的に設定するため，揚水量については解析値が観測値を若干下回っている。 

 

※島根原子力発電所における日降水量（H28.4～H30.8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，再現解析（定

常）によりモデルの妥当性を確

認し，参考として再現解析（非

定常解析）を実施 

・解析条件の相違 

島根２号炉は，透水試験等に

基づき透水係数を設定 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，再現解析（定

常）によりモデルの妥当性を確

認 
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別紙 18-7図 観測孔位置 

 

別紙18-8図 観測値と解析値の比較 

 

なお,岩盤が地表付近に近く,主に岩盤内を地下水が流れる観測孔(1Rsy-1～4,1Rsx-1,24B-33)

において,観測値と解析値の差が比較的大きい結果が得られている。これは,建設時工認において

設計用地下水位(揚圧力)を高めに評価するため,別紙18-2表に示すように岩盤Ⅰの透水係数を-1

σ小さく設定していることに起因するものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 17-8図 観測孔位置 

 

 

別紙 17-9図 観測値と解析値の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，再現解析（定

常）によりモデルの妥当性を確

認 
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別紙18-2表 透水係数 

 

 (2)水位経時変化の確認 

別紙18-8図に示す観測値と解析値の比較において比較的裕度の小さい24B-19孔・1Rsx-1孔を例

に,解析水位と観測水位の経時変化を別紙18-9図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙18-9図 地下水位の経時変化例 

 

 

 

別紙 17-2表 透水係数 

 

 

 

 

(2)水位経時変化の確認 

再現解析において，参考として非定常解析を実施し，水位の経時変化について別紙 17-10図の

とおり確認した。（別紙 17-7図参照）。 

 

 

 

 

別紙 17-10(1)図 地下水位の経時変化例（No.1孔） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，参考として再

現解析（非定常解析）を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 透水係数 (cm/s)
CH級 5×10-5

CM級 6×10-4

CL級 1×10-3

D級 2×10-3

砂礫層 4×10-3

埋戻土（掘削ズリ） 2×10-1

構造物，改良地盤 1×10-5
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別紙 17-10(2)図 地下水位の経時変化例（No.2孔） 

 

  

別紙 17-10(3)図 地下水位の経時変化例（No.3孔） 
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別紙 17-10(4)図 地下水位の経時変化例（No.4孔） 

 

  

別紙 17-10(5)図 地下水位の経時変化例（No.5孔） 
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別紙 17-10(6)図 地下水位の経時変化例（No.6孔） 

 

 

別紙 17-10(7)図 地下水位の経時変化例（No.7孔） 
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24B-19孔は盛土層厚が大きい地点,1Rsx-1孔は岩盤が地表面に近い地点であるが,いずれも降雨

時には解析値が観測値を上回っており,保守的な結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの観測孔における地下水位の経時変化の傾向を以下に示す。 

 

a.24B-19孔 

盛土層が厚い24B-19孔では,解析値と観測値それぞれの水位変動と降雨との連動性は概ね一致

し,降雨時には解析値が観測値を全て上回っている。これは,盛土層が厚い他の観測孔(H26B-4孔)

においても同様である。 

なお,観測水位が岩盤表面以下に下がらない状況が確認されるが,観測孔位置は沢部であるため

周囲から岩盤表面の地下水が集まりやすい構造であることに起因するものと考えられる。 

沢地形部における小降雨時の地下水の流れのイメージを別紙18-10図に示す。 

 

別紙18-10図 沢地形部における小降雨時の地下水の流れ(イメージ) 

b.1Rsx-1孔 

岩盤が地表付近に近い1Rsx-1孔では,解析値と観測値それぞれの水位変動と降雨との連動性は

概ね一致し,降雨時には解析値が観測値を全て上回っている。 

これは,岩盤が地表付近に近い他の観測孔(1Rsy-1～4,24B-33)においても同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

No.1,3 孔は２号炉の北側に，No.2,6 孔は２号原子炉建物近傍に，No.4,5 孔は３号炉の北側に

位置し，埋戻土（掘削ズリ）の層厚の比較的薄い地点である。一方で，No.7 孔は敷地の南側に位

置し，埋戻土（掘削ズリ）の層厚の比較的厚い地点である。地下水位の経時変化に係る観測値と

解析値を比較すると，No.1,3,4 孔では概ね両者は同程度であり，No.2,5,7 孔では解析値が観測

値を上回っている。No.6孔では一部の降雨に対して，短期的な地下水位挙動は再現できないもの

の，その他の期間では観測値と解析値が概ね同程度である。 

また，降雨時の地下水位の反応について観測値と解析値を比較すると，観測値は降雨と連動し

て地下水位が変化しているが，解析値は観測値と比較して地下水位の感度が小さい。この理由と

して，局所的に潜在する割れ目や水みち，主要建物周辺工事の影響等が挙げられるが，再現解析

の解析モデルに反映できていない。 

今後，解析モデルへの反映の可否を含めて検討し，非定常解析の位置付け及び非定常解析の信

頼性を向上させるための取り組みについて，詳細設計段階で説明する。 

それぞれの観測孔における地下水位の経時変化の傾向を以下に示す。 

 

a.No.1 孔 

No.1孔の観測値によると，降雨等に伴い地下水位の上昇が認められるものの，大きな変動は確

認されず，概ね EL.０～＋１m の間を推移している。また，解析値でも概ね同程度で推移してい

ることを確認した。 

 

b.No.2 孔 

No.2孔の観測値によると，観測孔近傍に設置されている地下水位低下設備（既設）の機能によ

り，他の観測孔と比較して降雨等に伴う地下水位上昇後の低下が早い傾向があり，一部の降雨時

を除くと，地下水位は EL.０m を超えない範囲を推移している。一方で，解析値では，それより

も高い概ね EL.＋２mであることを確認した。 

 

c.No.3 孔 

No.3の観測値によると，降雨等に伴い，地下水位の上昇が認められるものの，大きな変動は確

認されず，概ね EL.０～＋１m の間を推移している。また，解析値でも概ね同程度で推移してい

ることを確認した。 

 

d.No.4 孔 

No.4孔の観測値によると，既設のサブドレーンピット近傍の観測孔（No.2，No.6）と比較して，

降雨等による水位上昇後，緩やかに低下する傾向があり，概ね EL.＋１～３m の間を推移してい

る。また，解析値でも概ね同程度で推移していることを確認した。 

 

e.No.5 孔 

No.5孔の観測値によると，既設のサブドレーンピット近傍の観測孔（No.2，No.6）と比較して，

降雨等による水位上昇後，緩やかに低下する傾向があり，概ね EL.＋１～３m の間を推移してい

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，詳細設計段階

において，非定常解析の信頼性

向上等について検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427



女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4地下水位が上昇した場合の影響確認 

(1)耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等の抽出 

防潮堤の沈下対策により敷地内の地下水の流動場が変化することを踏まえ,耐震評価において

地下水位の影響を受ける可能性のある施設等として,基礎地盤・周辺斜面の他,0.P.+14.8m盤及び

0.P.+62m盤エリアに設置される耐震重要施設・常設重大事故等対処施設(いずれも間接支持構造

物を含む),並びに車両通行性への影響の観点等から保管場所・アクセスルートを抽出した。 

 

耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等の抽出結果を別紙18-11図及び

別紙18-3表に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

る。一方で，解析値では，それよりも高い概ね EL.＋３mであることを確認した。 

 

f.No.6 孔 

No.6孔の観測値によると，観測孔近傍に設置されている地下水位低下設備（既設）の機能によ

り，他の観測孔と比較して降雨等に伴う地下水位上昇後の低下が早い傾向があり，一部の降雨時

を除くと，地下水位は EL.－１～０mの間を推移している。また， No.6孔は南側の盛土斜面から

地下水が流れ込むため，一部の降雨時に地下水位が短期的な挙動を示す傾向が認められる。一方

で，解析値では，短期的な地下水位挙動は再現できないものの，その他の期間については，概ね

同等で推移している。 

 

g.No.7 孔 

No.7孔の観測値によると，降雨等による水位上昇後，緩やかに低下する傾向にあり，概ね EL.

＋５～６mの間を推移している。一方で，解析値では，それよりも高い概ね EL.＋６～７mの間を

推移していることを確認した。 

 

2.4地下水位が上昇した場合の影響確認 

(1)耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等の抽出 

防波壁周辺の地盤改良により敷地内の地下水の流動場が変化することを踏まえ,耐震評価にお

いて地下水位の影響を受ける可能性のある施設等として,EL.＋8.5m 盤,EL.＋15m 盤,EL.＋44m 盤

及び EL.＋50m盤エリアに設置される耐震重要施設・常設重大事故等対処施設(いずれも間接支持

構造物を含む)及びそれらの基礎地盤・周辺斜面,並びに車両通行性への影響の観点等から保管場

所・アクセスルートを抽出した。 

耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等の抽出結果を別紙 17-11図及び

別紙 17-3表に示す。 
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別紙18-11図 耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある 

施設等の抽出結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙17-11図 耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある 

施設等の抽出結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防波壁（波返重力擁壁） 防波壁（逆Ｔ擁壁）

取水槽

屋外配管ダクト
（タービン建物～排気筒）

屋外配管ダクト
（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク

～原子炉建物）
Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎

第1ベントフィルタ格納槽

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）

緊急時対策所建物

緊急時対策所用燃料地下タンク

ガスタービン発電機用軽油タンク基礎

排気筒

原子炉建物

タービン建物

廃棄物処理建物

制御室建物

屋外配管ダクト（ガスタービン発電機用
軽油タンク～ガスタービン発電機）

１号炉取水槽
流路縮小工

ガスタービン発電機建物

防波壁通路防波扉

 【凡例】 
：アクセスルート（車両・要員） 
：アクセスルート（要員） 
：可搬型設備の保管場所 ：可搬型設備の保管場所
：アクセスルート（要員）
：アクセスルート（車両・要員）

屋外配管ダクト
（タービン建物～放水槽）
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別紙18-3表 耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある 

施設等の抽出結果 

 

 

 

 

 

 

 

別紙17-3表 耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある 

施設等の抽出結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備分類 設備名称

基礎地盤・周辺斜面
基礎地盤

周辺斜面

設
計
基
準
対
象
施
設

建物,
構築物

原子炉建物

タービン建物

廃棄物処理建物

制御室建物

排気筒

屋外重要
土木構造物

取水槽

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒）

Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎

屋外配管ダクト（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）

津波防護
施設

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）

防波壁（逆Ｔ擁壁）

防波壁（波返重力擁壁）

１号炉取水槽流路縮小工

防波壁通路防波扉

重大事故等
対処施設

第１ベントフィルタ格納槽

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

緊急時対策所建物

緊急時対策所用燃料地下タンク

ガスタービン発電機建物

ガスタービン発電機用軽油タンク基礎

屋外配管ダクト（ガスタービン発電機用軽油タンク～ガスタービン発電機）

保管場所・
アクセスルート

保管場所

アクセスルート
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 (2)地下水位の上昇による影響と対応方針 

別紙18-11図及び別紙18-3表に示した耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある

施設等について,地下水位が上昇した場合は施設等への揚圧力影響及び液状化影響が生じる可能

性を踏まえ,その影響を低減するための対応方針を整理した(補足説明資料４参照)。 

a.地下水位が上昇した場合における施設に生じる影響について 

地下水位が上昇した場合には,揚圧力上昇及び液状化による土圧等の変化により施設の耐震性

等に影響が及ぶ可能性がある。 

地下水位の上昇に伴う影響は別紙18-12図に示すステップ順に段階的に生じるものと考えられ

る。 

 

 

別紙18-12図 地下水位上昇時に施設に段階的に生じる影響の概念図 

 

b.地下水位上昇の影響を低減するための対応方針 

地下水位上昇の影響を低減するため地下水位を低下させる対策や施設の耐震補強の選択肢が考

えられるが,地下水位の上昇による影響が段階的に進むことを踏まえ,早期に影響が生じる建

物・構築物の揚圧力影響の低減に着目し,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備を

検討の上,設置することとする。 

液状化影響は,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備の機能を考慮した設計用地

下水位を用い評価し,当該施設の機能が損なわれないことを確認する。また,当該施設の機能に影

響が及ぶ場合は適切な対策(地盤改良等の耐震補強)を実施する。 

一方,以下の施設は設計用地下水位の設定において地下水位低下設備の機能に期待しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)地下水位の上昇による影響と対応方針 

別紙 17-11 図及び別紙 17-3 表に示した耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のあ

る施設等について,地下水位が上昇した場合は施設等への揚圧力影響及び液状化影響が生じる可

能性を踏まえ,その影響を低減するための対応方針を整理した(補足説明資料４参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，建物・構築物

に作用する揚圧力，及び液状化

影響の低減を目的として，地下

水位低下設備を設置する旨を冒

頭で説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431



女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・緊急時対策建屋,緊急用電気品建屋及びガスタービン発電設備軽油タンク室(いずれも0.P.+62m

盤で,自然水位(地下水位低下設備の効果が及ばない範囲の地下水位)より保守的に設定した水

位又は地表面にて設計用地下水位を設定) 

・取放水路流路縮小工 

(岩盤内に設置され,地下水位は設計に影響しない) 

・可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートにおいて評価する斜面 

(自然水位(地下水位低下設備の効果が及ばない範囲の地下水位)より保守的に設定した水位又

は地表面にて設計用地下水位を設定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また,アクセスルートについては,c.アクセスルートの機能維持の方針で述べる。 

なお,可搬型重大事故等対処設備保管場所については,支持力のみの要求であり,岩盤・MMR上に

設置されるため,地下水位の影響は受けない。 

 

以上の対応方針については,工事計画認可段階において浸透流解析の結果を踏まえ,詳細を提示

する。 

c.アクセスルートの機能維持の方針 

アクセスルートは,地震時の液状化に伴う地下構造物の浮き上がり※1の影響を受けることなく

通行性を確保する設計とする。アクセスルートの機能維持に係る配慮事項を別紙18-4表及び以下

に示す。 

・地下水位低下設備の重要安全施設への影響に鑑み,安全機能の重要度分類を踏まえて講ずる設

計上及び機能喪失時の配慮※2により,地下水位は一定の範囲に保持される。このことから,地下

水位低下設備の機能を考慮した設計用地下水位を設定する区間においては,地震時の液状化に

伴う地下構造物の浮き上がりが発生せず,アクセスルートの通行性は確保される。 

・また,地下水位低下設備の機能喪失を想定しても,地震時の液状化に伴う地下構造物の浮き上が

りに対してアクセスルートの通行性を一定期間確保する設計況※4とする。 

・地下水位低下設備が機能喪失した場合に復旧作業等を行うため,必要な資機材として,可搬型設

備及び予備品を確保する。 

・地下水位低下設備の機能喪失が外部からの支援が可能となるまでの一定期間を超え長期に及ぶ

場合においては,予め整備する手順と体制に従い,外部支援等によりアクセスルートの通行性を
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確保する。 

※１:アクセスルートの地下構造物の浮き上がり評価において用いる地下水位は,地下水位低下

設備の機能を考慮した水位又は地表面とする。 

※２:機能喪失時の配慮については,第Ⅱ編で詳述する。 

※３:地下水位低下設備が機能喪失した場合を想定して,工事計画認可段階で機能喪失に伴う地

下水位の上昇程度を評価した上で,地震時の液状化に伴う地下構造物の浮き上がりによるアクセ

スルートへの影響について評価し,アクセスルートの通行性を一定期間確保する設計とする。こ

の結果,アクセスルートの通行性が一定期間確保できない場合は,地盤改良等の対策を講じる。 

※４:概略評価で150日間程度はアクセスルートの通行性に影響がない見通しを得ているが,外部

からの支援が可能となるまでの期間を踏まえ,一定期間として２か月程度を確保することを目安

に,工認段階における詳細評価も踏まえて地盤改良等の対策要否を判断する。 

別紙18-4表 アクセスルートの機能維持に係る配慮事項 

 

 

d.地下水位の影響を踏まえた評価と対応 

a.～ｃ.までの整理結果を踏まえ耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設

等について,地下水位の影響を踏まえた評価と対応を第18-5表のとおり整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ.地下水位の影響を踏まえた評価と対策 

耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等について,地下水位の上昇によ

る影響を踏まえた評価と対策を別紙 17-4表に示す。 
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別紙18-5表 地下水位の影響を踏まえた評価と対応(１/３) 

 

 

別紙18-5表 地下水位の影響を踏まえた評価と対応(２/３) 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 17-4表 地下水位の上昇による影響を踏まえた評価と対策（１/２） 

 

 

別紙 17-4表 地下水位の上昇による影響を踏まえた評価と対策（２/２） 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，屋外重要土木

構造物，津波防護施設，重大事

故等対処施設及び保管場所・ア

クセスルートについて，地下水

位の上昇による影響はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水位の影響を受ける可能性のある施設等 地下水位の上昇による影響を踏まえた評価と対策
他サイトとの比較

東海第二 女川２号

基礎地盤・
周辺斜面

・基礎地盤
・周辺斜面

評価結果 影響なし
（保守的に地表面に設定）※ 影響なし 影響なし

対策 地下水位低下設備 － － －
各施設等（耐震補強） － － －

建物，
構築物

・原子炉建物
・タービン建物
・廃棄物処理建物
・制御室建物
・排気筒

評価結果 影響あり
（揚圧力影響・液状化影響）

影響あり
（揚圧力影響・液状化影響）

影響あり
（揚圧力影響・液状化影響）

対策 地下水位低下設備 【揚圧力対策】
○：地下水位低下設備（既設）の設置
【液状化対策】
△：（設計地下水位の設定において前提

とする）

【揚圧力対策】
○：地下水位低下設備の設置
【液状化対策】
△：（設計地下水位の設定にお

いて前提とする）

【揚圧力対策】
○：地下水位低下設備の設置
【液状化対策】
△：（設計地下水位の設定において前提

とする）

各施設等（耐震補強） △：耐震評価の結果，当該施設の機能
に影響が及ぶ場合は，適切な対策
（地盤改良等の耐震補強）を講ずる。

△：耐震評価の結果，当該施
設の機能に影響が及ぶ場合
は，適切な対策（地盤改良
等の耐震補強）を講ずる。

△：耐震評価の結果，当該施設の機能に
影響が及ぶ場合は，適切な対策（地
盤改良等の耐震補強）を講ずる。

屋外重要
土木構造物

・取水槽
・屋外配管ダクト
（タービン建物～排気筒）
・Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎
・屋外配管ダクト
（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク
～原子炉建物）

評価結果 影響なし
（地下水位低下設備（既設）の機能に
期待せず設計地下水位を設定）

影響なし
影響あり
（揚圧力影響・液状化影響）

対策 地下水位低下設備
－ －

△：（設計地下水位の設定において前提
とする）

各施設等（耐震補強）
－ －

△：耐震評価の結果，当該施設の機能に
影響が及ぶ場合は，適切な対策（地
盤改良等の耐震補強）を講ずる。

先行炉の情報に係る記載内容については，会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものです。※周辺斜面の液状化範囲については，２次元浸透流解析により設定する。

凡例
○：地下水位低下設備が設計上必要
△：地下水位低下設備により保持される地下水位を前提として評価・対策
－：対策不要

地下水位の影響を受ける可能性のある施設等 地下水位の上昇による影響を踏まえた評価と対策
他サイトとの比較

東海第二 女川２号

津波防護施設

・防波壁
（多重鋼管杭式擁壁）
・防波壁
（逆Ｔ擁壁）
・防波壁
（波返重力擁壁）
・１号炉取水槽流路縮小工
・防波壁通路防波扉

評価結果 影響なし
（地下水位低下設備（既設）の機能
に期待せず設計地下水位を設定）

影響なし
影響あり（一部）
（揚圧力影響・液状化影響）

対策 地下水位低下設備
－ －

△：（設計地下水位の設定において前提
とする）

各施設等（耐震補強）
－ －

△：耐震評価の結果，当該施設の機能に
影響が及ぶ場合は，適切な対策（地
盤改良等の耐震補強）を講ずる。

重大事故等
対処施設

・第１ベントフィルタ格納槽
・低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽
・緊急時対策所建物
・緊急時対策所用燃料地下タンク
・ガスタービン発電機建物
・ガスタービン発電機用軽油タンク基礎
・屋外配管ダクト
（ガスタービン発電機用軽油タンク
～ガスタービン発電機）

評価結果 影響なし
（地下水位低下設備（既設）の機能
に期待せず設計地下水位を設定）

影響なし
－

対策 地下水位低下設備
－ －

－

各施設等（耐震補強）

－ －
－

保管場所
・アクセスルート

・保管場所
・アクセスルート

評価結果 影響なし
（地下水位低下設備（既設）の機能
に期待せず設計地下水位を設定）

影響なし
影響あり（一部）
（液状化影響）

対策 地下水位低下設備
－ －

△：（地下水位低下設備が機能喪失した
場合は初期水位として考慮）

各施設等（耐震補強）

－ －

△：（アクセスルートの通行性が一定期間
確保できない場合は，地盤改良等の
対策・外部支援等の活用による通行
性の確保）

先行炉の情報に係る記載内容については，会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものです。

凡例
○：地下水位低下設備が設計上必要
△：地下水位低下設備により保持される地下水位を前提として評価・対策
－：対策不要
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別紙18-5表 地下水位の影響を踏まえた評価と対応(３/３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．地下水位の設定方針 

ａ.を踏まえ，耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等について,地下水

位の設定方針を別紙 17-5 表に示す（各審査区分における解析条件については，「2.7 解析条件及

び地下水位設定方針の整理」参照）。 

構造成立性検討用の地下水位設定方針については，以下のとおり。 

・設置許可段階で安全性評価が要求される基礎地盤・周辺斜面については，地震時の動的解析

において地下水位を地表面とする。なお，周辺斜面の液状化範囲については，二次元浸透流

解析により地下水位を設定する。 

・屋外重要土木構造物及び津波防護施設等は地下水位低下設備（既設）の機能に期待しない方

針とし，揚水ポンプが停止した条件における三次元浸透流解析結果により地下水位を設定す

る。 

詳細設計段階における設計地下水位の設定方針（地下水位低下設備の考慮）については，以下

のとおり。 

・地下水位低下設備（既設）については，保守管理性が低いため，その機能に期待しない。 

・建物，構築物に作用する揚圧力及び液状化影響の低減を目的として，信頼性（耐久性・耐震

性・保守管理性）を満足する地下水位低下設備を新設する。 

・建物，構築物は新設する地下水位低下設備の機能に期待する方針とし，揚水ポンプが稼働し

た条件における三次元浸透流解析結果より保守的に設定した地下水位を設定する。 

・屋外重要土木構造物及び津波防護施設等は新設する地下水位低下設備の機能に期待しない方

針とし，揚水ポンプが停止した条件における三次元浸透流解析結果（自然水位）より保守的

に設定した地下水位を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，各施設の地下

水位の設定方針をまとめとして

記載 
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(3)地下水位が上昇した場合の影響評価まとめ 

地下水位の影響を踏まえた評価と対応方針を踏まえ,耐震評価において地下水位の影響を受け

る施設等の地下水位低下設備との関係を整理した。整理結果を別紙18-6表に示す(基準適合の考

え方は添付資料３に示す)。 

a.地下水位低下設備の設置許可基準規則における位置付け等 

別紙18-6表の整理を踏まえ,施設の設置許可基準規則第４条(第39条)への適合に当たり,施設の

設計の前提条件となる地下水位を一定の範囲に保持する必要であることから,地下水位低下設備

を設計基準対象施設として位置付ける。 

各施設の耐震設計については,防潮堤の下方を地盤改良するために地下水の流れが遮断され地

下水位が上昇するおそれがあるという女川サイト固有の状況を踏まえ地下水位を一定の範囲に

保持する地下水位低下設備の機能を考慮した水位,自然水位(地下水位低下設備の効果が及ばな

い範囲の地下水位)より保守的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定し,揚圧力

が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても当該

施設の機能が損なわれないように設計することで基準適合が図られる。 

なお,地下水位の影響を受ける施設等,及び地下水位の影響を踏まえた対策については,工事計

画認可段階にその詳細を示す。 

 

 

別紙 17-5表 耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等の地下水位の設定

方針 

 

 

(3)地下水位が上昇した場合の影響評価まとめ 

地下水位の影響を踏まえた評価と対応方針を踏まえ,耐震評価において地下水位の影響を受け

る施設等の地下水位低下設備との関係を整理した。整理結果を別紙 17-6表に示す(基準適合の考

え方は添付資料２に示す)。 

a.地下水位低下設備の設置許可基準規則における位置付け等 

別紙 17-6表の整理を踏まえ,施設の設置許可基準規則第４条(第 39条)への適合に当たり,施設

の設計の前提条件となる地下水位を一定の範囲に保持するために必要であることから,地下水位

低下設備を設計基準対象施設として位置付ける。 

各施設の耐震設計については,防波壁の周辺を地盤改良するために地下水の流れが遮断され地

下水位が上昇するおそれがあるという島根サイト固有の状況を踏まえ地下水位を一定の範囲に

保持する地下水位低下設備の機能を考慮した水位,自然水位(地下水位低下設備の機能に期待し

ない場合の地下水位)より保守的に設定した水位又は地表面にて設計地下水位を設定し,揚圧力

が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても当該

施設の機能が損なわれないように設計することで基準適合が図られる。 

なお,地下水位の影響を受ける施設等,及び地下水位の影響を踏まえた対策については,詳細設

計段階にその詳細を示す。 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，地下水位の設定

方針をまとめとして記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備分類 設備名称 地下水位の設定方針

基礎地盤・周辺斜面
基礎地盤

保守的に地表面に設定※１
周辺斜面

設
計
基
準
対
象
施
設

建物,
構築物

原子炉建物

地下水位低下設備の機能に
期待して，設計地下水位を設定する。

タービン建物
廃棄物処理建物
制御室建物
排気筒

屋外重要
土木構造物

取水槽

自然水位※２より保守的に設定した水位

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒）
Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎
屋外配管ダクト（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）

津波防護
施設

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）
防波壁（逆Ｔ擁壁）
防波壁（波返重力擁壁）
１号炉取水槽流路縮小工
防波壁通路防波扉

重大事故等
対処施設

第１ベントフィルタ格納槽
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽
緊急時対策所建物
緊急時対策所用燃料地下タンク
ガスタービン発電機建物
ガスタービン発電機用軽油タンク基礎
屋外配管ダクト（ガスタービン発電機用軽油タンク～ガスタービン発電機）

保管場所・
アクセスルート

保管場所
アクセスルート

※１ 周辺斜面の液状化範囲については，二次元浸透流解析により設定する
※２ 地下水位低下設備の機能に期待しない場合の地下水位
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b.地下水位低下設備と対応条文の関連性等 

建物・構築物について,設置許可基準規則第39条は同第４条と同様の要求であり,第４条への適

合をもって第39条への適合性を確認する。 

施設等について,余震時に対する要求を含む設置許可基準規則第５条・第40条及び第39条につい

ては,第４条への適合をもって確認する。また,同第３条第２項及び第38条第２項,第４条及び第

39条は,それぞれ同一の地盤,地震に対する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の適合性

を要求しているものであり,地震時の影響については,代表的に設置許可基準規則第４条への適

合性を示すことにより確認する。 

以上から,地震時の影響については,代表的に設置許可基準規則第４条或いは第39条への適合性

を示すことにより確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.地下水位低下設備と対応条文の関連性等 

建物，構築物について,設置許可基準規則第 39 条は同第４条と同様の要求であり,第４条への

適合をもって第 39条への適合性を確認する。 

施設等について,余震時に対する要求を含む設置許可基準規則第５条・第 40 条及び第 39 条に

ついては,第４条への適合をもって確認する。また,同第３条第２項及び第 38条第２項,第４条及

び第 39 条は,それぞれ同一の地盤,地震に対する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の適

合性を要求しているものであり,地震時の影響については,代表的に設置許可基準規則第４条へ

の適合性を示すことにより確認する。 

以上から,地震時の影響については,代表的に設置許可基準規則第４条或いは第 39 条への適合

性を示すことにより確認する。 
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設
備
分
類

設
備
名
称

安
全
性
確
保
に
お
け
る

地
下
水
位
低
下
設
備
の
位
置
付
け
※
1

関
連
す
る
条
文

○
は
設
計
上
必
要
，
△
は
設
計
条
件
とし
て
前
提
とす
る
。色

分
け
は
※
4に
示
す

各
条
文
の
包
絡
関
係
を
示
す
（
■
は
■
へ
の
適
合
性
を
示
す
こと
に
よ
り確

認
）

備
考

(A
)

設
計
値

保
持
の
た
め

直
接
的
に
必
要

(B
)

左
記

(A
)に
よ
り保

持
され

る
地
下
水
位
を
前
提
とす
る

（
必
要
時
は
対
策
）

(C
)

不
要

地
盤

地
震

津
波
・余
震
重
畳

重
大
事

故
等
対

処
設
備

3条 1項
38
条

1項
3条 2項

※
4

38
条

2項
※
4

4条
※
4

39
条
※
4

5条
※
4

40
条
※
4

43
条

基
礎
地
盤
・

周
辺
斜
面

基
礎
地
盤

○
※
２

※
２

周
辺
斜
面

○

設 計 基 準 対 象 施 設

建
物

,
構
築
物

原
子
炉
建
物

○
△

△
○

※
３

ター
ビン
建
物

○
△

△
○

※
３

廃
棄
物
処
理
建
物

○
△

△
○

※
３

制
御
室
建
物

○
△

△
○

※
３

排
気
筒

○
△

△
○

※
３

屋
外
重
要

土
木
構
造
物

取
水
槽

○

屋
外
配
管
ダク
ト（

ター
ビン
建
物
～
排
気
筒
）

○

屋
外
配
管
ダク
ト（

ター
ビン
建
物
～
放
水
槽
）

○

Ｂ
－
デ
ィー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵
タン
ク基

礎
○

屋
外
配
管
ダク
ト

（
Ｂ
－
デ
ィー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵
タン
ク～

原
子
炉
建
物
）

○

津
波
防
護

施
設

防
波
壁
（
多
重
鋼
管
杭
式
擁
壁
）

○

防
波
壁
（
逆
Ｔ
擁
壁
）

○

防
波
壁
（
波
返
重
力
擁
壁
）

○

１
号
炉
取
水
槽
流
路
縮
小
工

○

防
波
壁
通
路
防
波
扉

○

重
大
事
故
等

対
処
施
設

第
１
ベ
ン
トフ
ィル
タ格

納
槽

○

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
格
納
槽

○

緊
急
時
対
策
所
建
物

○
EL

+
50

m
盤
に
設
置

緊
急
時
対
策
所
用
燃
料
地
下
タン
ク

○
EL

+
50

m
盤
に
設
置

ガ
ス
ター
ビン
発
電
機
建
物

○
EL

+
44

m
盤
に
設
置

ガ
ス
ター
ビン
発
電
機
用
軽
油
タン
ク基

礎
○

EL
+

44
m
盤
に
設
置

屋
外
配
管
ダク
ト

（
ガ
ス
ター
ビン
発
電
機
用
軽
油
タン
ク～

ガ
ス
ター
ビン
発
電
機
）

○
EL

+
44

m
盤
に
設
置

保
管
場
所
・

ア
クセ
ス
ル
ー
ト

保
管
場
所

○

ア
クセ
ス
ル
ー
ト

○

保
管
場
所
・ア
クセ
ス
ル
ー
トに
お
い
て
評
価
す
る
斜
面

○
※
1
地
下
水
位
の
影
響
を
受
け
る
施
設
等
，
及
び
地
下
水
位
の
影
響
を
踏
ま
え
た
対
策
に
つ
い
て
は
，
詳
細
設
計
段
階
に
そ
の
詳
細
を
示
す
。

※
2
基
礎
地
盤
の
評
価
に
地
下
水
位
が
影
響
しな
い
た
め
，
条
文
適
合
上
不
要
と整

理
した
。な
お
，
基
礎
地
盤
の
安
定
性
の
評
価
条
件
の
一
つ
とし
て
，
地
下
水
位
の
設
定
に
つ
い
て
設
置
変
更
許
可
申
請
書
へ
記
載
す
る
。

※
3
設
置
許
可
基
準
規
則
第

39
条
は
同
規
則
第

4条
と同

様
の
要
求
で
あ
り，

規
則
第

4条
へ
の
適
合
を
も
って
第

39
条
へ
の
適
合
性
を
確
認
す
る
。

※
4
余
震
時
に
対
す
る
要
求
を
含
む
設
置
許
可
基
準
規
則
第

5条
・第

40
条
及
び
第

39
条
に
つ
い
て
は
，
第

4条
へ
の
適
合
を
も
って
確
認
す
る
。ま
た
，
同
第

3条
第

2項
，
第

4条
及
び
第

39
条
は
，
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
地
盤
，
地
震
に
対
す
る
設
計
基
準
対
象
施
設
及
び
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
適
合
性
を
要
求
して
い
る

も
の
で
あ
り，

地
震
時
の
影
響
に
つ
い
て
は
，
代
表
的
に
設
置
許
可
基
準
規
則
第

4条
へ
の
適
合
性
を
示
す
こと
に
よ
り確

認
す
る
。

別
紙

17
-
6
表
 
耐
震
評
価
に
お
い
て
地
下
水
位
の
影
響
を
受

け
る
施
設
等
の
 

地
下
水
位
低
下
設
備
と
の
関
係
並
び
に
設
置
許
可
基
準
規
則
に
お
け
る
対
応
条
文
の
整
理
 

 

別
紙

18
-
6
表
 
耐
震
評
価
に
お
い
て
地
下
水
位
の

影
響
を
受
け
る
施
設
等
の
 

地
下
水
位
低
下
設
備
と
の
関
係
並
び
に
設
置
許
可
基
準
規
則
に
お
け
る
対
応
条
文
の
整
理
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2.5設計地下水位の設定 

詳細設計段階で設定する設計地下水位の設定方法について，地下水位低下設備の機能に期待し

ない屋外重要土木構造物等のうち，箱型構造物及び線状構造物の設定例を示す。 

設計地下水位は解析断面における地下水位を用いて，構造物側面や解析断面境界等の各点での

最高水位を結んで保守的な設定とする。 

箱型構造物の設計地下水位設定の考え方について，別紙17-12図に，線状構造物の設計地下水

位設定の考え方について，別紙17-13図に示す。 

なお，再現解析における解析結果と観測記録の差異を踏まえ，以下に示す(a)～(c)の水位に余

裕を加えて設計地下水位を設定する。 

【箱型構造物】 

・構造物側面の地下水位は，三次元浸透流解析結果より，構造的特徴や周辺状況を踏まえて設

定した各解析断面における構造物側面の最高水位(a)を採用する。 

・構造物周辺地盤の地下水位は，構造物側面の水位(a)とその側方地盤の最高水位(b)を結ぶ。 

・ただし，構造物周辺地盤の地下水位が構造物から離れる方向に低下しても設計地下水位は最

高水位で一定(c)とする。 

 

別紙17-12図 箱型構造物の設計地下水位設定の考え方 

【線状構造物】 

・構造物側面の地下水位は，三次元浸透流解析結果より，縦断図において構造的特徴や周辺状

況を踏まえて設定した区間毎の最高水位(a)を採用する。 

・構造物周辺地盤の地下水位は，構造物側面の水位(a)とその側方地盤の最高水位(b)を結ぶ。 

・ただし，構造物周辺地盤の地下水位が構造物から離れる方向に低下しても設計地下水位は最

高水位で一定(c)とする。 

 

別紙17-13図 線状構造物の設計地下水位設定の考え方 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，詳細設計段階

における地下水位の設定方法に

ついて説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-C’断面

平面図

B-B’断面

A-A’断面

設計地下水位
(b) (c)(a) (a)

MMR MMR

C-C’断面地下水位
B-B’断面地下水位
A-A’断面地下水位

評価対象構造物

断面図

区間Ⅰ 区間Ⅱ

縦断図 横断図

区間Ⅰにおける
最高水位

評価対象構造物

(a) (a)

(b)

(c)
設計地下水位

MMR

MMR

区間Ⅰにおける最高水位の断面
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2.5観測による検証 

設計用地下水位の設定に用いる予測解析は防潮堤沈下対策完了後の状態をモデル化することか

ら,予測解析結果の妥当性の検証として,防潮堤沈下対策の工事完了後に地下水位の観測を行い,

解析にて想定した地下水位を観測水位が下回ることを確認する。 

観測孔は,防潮堤の沈下対策による地下水位への影響範囲を考慮し設定する。 

地下水位観測計画位置を別紙18-13図に示す。 

工事計画認可段階の予測解析の検証においては,防潮堤の沈下対策の影響を受けないNo.1～

No.4孔の観測記録を参照する。また,防潮堤の沈下対策工事完了後の運転段階においては,防潮堤

外も含めてNo.5～No.8孔の観測記録を検証材料に加える。 

なお,今後の地下水位設定の信頼性確認等への活用を念頭に,別紙18-13図のうち複数孔につい

ては防潮堤沈下対策影響の検証後も観測を継続し,基礎データとして集積していく。 

 

 

 

 

別紙18-13図 地下水位観測計画位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6観測による検証 

設計地下水位の設定に用いる予測解析は防波壁周辺の地盤改良完了後の状態をモデル化する

ことから,予測解析結果の妥当性の検証として, 防波壁周辺の地盤改良の工事完了後の地下水位

観測記録を用いて,解析結果が観測記録に対して保守的であることを確認する。 

 

 

 

 

 

なお,今後の地下水位設定の信頼性確認等への活用を念頭に,別紙17-14図のうち複数孔につい

ては防波壁周辺の地盤改良影響の検証後も観測を継続し,基礎データとして集積していく。 

 

別紙 17-14図 地下水位観測計画位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，防波壁沿いの

観測孔を今後も活用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号炉

２号炉１号炉

防波壁
地下水位観測孔
サブドレーンピット
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2.7解析条件及び地下水位設定方針の整理 

設置許可段階における再現解析では，年平均降雨・透水係数を設定した定常解析の結果，解析

水位と観測水位が概ね一致することから，解析モデルの妥当性を確認した。 

設置許可段階及び詳細設計段階における予測解析では，再現解析により妥当性を確認した解析

モデルを用いて，以下の保守性を考慮する。 

・発電所における年平均降水量（1,540mm/年）よりも厳しい降雨条件（2,400mm/年）を定常的

に与える。 

・地下水位低下設備（既設）のうち，ドレーンは砕石及び土砂が流入して集水機能が低下した

状態，揚水ポンプは稼働しない状態とし，揚水経路としない。 

・原子炉建物等の建物，構築物は信頼性のある地下水位低下設備の機能に期待するが，屋外重

要土木構造物や保管場所・アクセスルート等については保守的に期待しない。 

再現解析における解析結果と観測記録の差異を踏まえ，浸透流解析より求まる水位に余裕を加

えて設計地下水位を設定する。 

 

別紙17-7表 各審査区分における解析条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，第Ⅰ編で説明

した解析方法のまとめを記載  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：保守的に設定した条件

審査区分 設置許可段階 詳細設計段階

解析区分 再現解析（定常※１） 予測解析（定常）

解析の目的 解析用物性値を含めた
解析モデルの妥当性確認 構造成立性検討 設計地下水位の設定

解
析
条
件

(1)透水係数 透水試験結果等に基づき設定 再現解析で妥当性を確認した透水係数を設定

(2)地盤条件 一部，地盤改良未実施 地盤改良完了後

(3)降雨条件 1,540mm/年
（発電所 年平均降雨） 2,400mm/年 2,400mm/年 2,400mm/年

(4)

地下水位低下
設備（既設） 機能に期待する 機能に期待しない 機能に期待しない 機能に期待しない

地下水位低下
設備 － － 機能に期待する 機能に期待しない

解析対象 （解析水位と観測水位を比較）

・基礎地盤・周辺斜面※２

・屋外重要土木構造物
・津波防護施設
・重大事故等対処施設
・保管場所・アクセスルート

建物，構築物
・原子炉建物
・タービン建物
・廃棄物処理建物
・制御室建物
・排気筒

・屋外重要土木構造物
・津波防護施設
・重大事故等対処施設
・保管場所・アクセスルート

※１ 参考として非定常解析を実施 ※２ 設置許可段階ですべり安定性への影響を確認
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第Ⅱ編 地下水位低下設備の信頼性向上の方針 

 

1.地下水位低下設備の目的,機能及び位置付け 

地下水位低下設備の目的及び機能,また,機能維持を要求する期間は,以下のとおりである。 

①地下水位低下設備の目的及び機能 

 原子力発電所の施設の機能・構造は,地盤の健全生が確保された前提で各種設計がなされて

いる。 

 地下水位低下設備の機能は,施設の設計の前提が確保されるよう,「地下水位を一定の範囲に

保持する」ことである。 

 地下水位低下設備が機能することにより,施設周辺の地下水位が一定の範囲に保持され,施

設に及ぶ揚圧力及び液状化影響が低減される。この地下水位低下設備の機能を考慮した設計

用地下水位を設定し,揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変

状を考慮した場合においても機能が損なわれないよう設計する。 

また,地下水位低下設備の機能に期待しない場合は,自然水位(地下水位低下設備の効果が

及ばない範囲の地下水位)より保守的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定

し,揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合

においても機能が損なわれないよう設計する。 

 

②地下水位低下設備の機能維持を要求する期間 

 地下水位低下設備は,以下に示す原子力発電所の供用期間の全ての状態において機能維持が

必要である。 

・通常運転時(起動時,停止時含む) 

・運転時の異常な過渡変化時 

・設計基準事故時 

・重大事故等時 

 また,プラント供用期間中において発生を想定する大規模損壊についても,その発生要因と

プラントの損壊状況を踏まえ,地下水位低下設備の設計を行う上で配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水位低下設備の目的,機能及び要求期間を踏まえ,重要安全施設への影響に鑑み,地下水位低

下設備を設置許可基準規則第12条で規定される安全機能の重要度分類における重要度の高いク

ラス1に相当する設備として多重性及び独立性を確保した設計・運用を行っていくこととする。 

第Ⅱ編 地下水位低下設備の信頼性向上の方針 

 

1.地下水位低下設備の目的,機能及び位置付け 

地下水位低下設備の目的及び機能,また,機能維持を要求する期間は,以下のとおりである。 

①地下水位低下設備の目的及び機能 

 原子力発電所の施設の機能・構造は,地盤の健全性が確保された前提で各種設計がなされて

いる。 

 地下水位低下設備の機能は,施設の設計の前提が確保されるよう,「地下水位を一定の範囲に

保持する」ことである。 

 地下水位低下設備が機能することにより, 原子炉建物等の建物，構築物周辺の地下水位が一

定の範囲に保持され, 原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物及び排気筒

に作用する揚圧力及び液状化影響が低減される。この地下水位低下設備の機能を考慮した設

計地下水位を設定し, 揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変

状を考慮した場合においても機能が損なわれないよう設計する。 

また,地下水位低下設備の機能に期待しない場合は,自然水位(地下水位低下設備を考慮し

ない場合の地下水位)より保守的に設定した水位又は地表面にて設計地下水位を設定し,揚

圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合におい

ても機能が損なわれないよう設計する。 

②地下水位低下設備の機能維持を要求する期間 

 地下水位低下設備は,以下に示す原子力発電所の供用期間の全ての状態において機能維持が

必要である。 

・通常運転時(起動時,停止時含む) 

・運転時の異常な過渡変化時 

・設計基準事故時 

・重大事故等時 

 また,プラント供用期間中において発生を想定する大規模損壊についても,その発生要因と

プラントの損壊状況を踏まえ,地下水位低下設備の設計を行ううえで配慮する。 

 

③地下水位低下設備の位置付け 

 施設の設置許可基準規則第３条第２項及び第４条(第39条)への適合に当たり,施設の設計の

前提条件となる地下水位を一定の範囲に保持するために必要であることから,地下水位低下

設備を設計基準対象施設として位置付ける。 

 地下水位低下設備は重大事故等に対処するための機能は有していないため，重大事故等対処

施設には位置付けない。 

 

地下水位低下設備の目的,機能及び要求期間を踏まえ,重要安全施設への影響に鑑み地下水位低

下設備の信頼性向上のための配慮項目を整理したうえで設計・運用を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は，信頼性の向上

を考慮した設備構成の検討を第

Ⅱ編 2.4に記載） 
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2.安全施設への要求事項を参照した設備構成の検討 

 

2.1設置許可基準規則第12条の要求事項の抽出 

ここでは,地下水位低下設備に対して,設計上配慮すべき要件及び機能喪失要 

因の分析を行うことにより,信頼性向上のあり方について整理を行う。 

地下水位低下設備を安全機能の重要度分類におけるクラス1に相当する設備と 

位置付けるに際して,設置許可基準規則第12条を一部準用することとし,地下水 

位低下設備の設計上配慮すべき要求事項を別紙18-7表のとおり抽出した。 

 

別紙18-7表 設置許可基準規則第12条の要求事項(１/３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 
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別紙18-7表 設置許可基準規則第12条の要求事項(２/３) 
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別紙18-7表 設置許可基準規則第12条の要求事項(３/３) 
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2.2 設置許可基準規則第12条の要求事項に基づく設備構成の検討 

ここでは,2.1で抽出した設置許可基準規則第12条に係る地下水位低下設備への設計上の要求事

項に照らして,集水機能(ドレーン等)及び排水機能(揚水ポンプ等)の機能保持が可能な設備構成

を検討する。 

なお,検討に当たっては,網羅的に故障想定を行うため,動的機器の単一故障(短期,長期)として

揚水ポンプの故障,並びに静的機器の単一故障(長期)としてドレーンの閉塞を想定することとし

た。 

設備構成の検討においては,第Ⅰ編の整理から地下水位低下設備が機能しない場合の影響とし

て,施設へ作用する揚圧力(設置許可基準規則第４条)及び液状化影響(設置許可基準規則第３条

第２項)が抽出されているが,ここでは早期に影響が現れる建物・構築物の揚圧力影響の低減に着

目し,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備を設置することとし,集水及び排水機

能に係る設備構成の検討を行った。 

なお,液状化影響に対しては,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備の機能を考慮

した水位より設計用地下水位を設定し,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した

場合においても機能が損なわれないことを確認し,機能に影響が及ぶ場合は適切な対策を講ずる

設計とする。 

また,設備構成の検討に当たっては信頼性確保が重要となることから,添付資料２に示すとお

り,施設に対するドレーンの配置から期待範囲を設定し,信頼性の確保に係る３つの観点(耐久

性,耐震性,保守管理性)を満たす範囲を抽出した上で,設置許可基準規則第12条の要求に対して

機能保持できる範囲を有効なドレーンとして設定した。 

原子炉建屋及び３号炉海水熱交換器建屋直下の有孔塩ビ管は,その構造や堆砂事象の進展速度

等から閉塞しないものと評価しているが,万が一閉塞等が発生した場合の検知と修復に不確実性

があるものと考えられるため,閉塞した状態(管路ではなく透水層)を前提とした。 

 

(1)設備構成概要 

設置許可基準規則第３条第２項,第４条及び第12条要求を考慮した地下水位低下設備の構成例

を別紙18-14図に示す。 

これは,早期に影響が現れる揚圧力影響(設置許可基準規則第４条)の低減に着目した建物・構築

物(原子炉建屋,制御建屋,排気筒,３号炉海水熱交換器建屋)に対し,設置許可基準規則条文適合

上必要な集水及び排水機能の範囲を示したものであり,設計値保持上の必要範囲(■)と,設置許

可基準規則第12条適合上の必要範囲(■)にて構成される。 

また,ドレーン・接続桝・揚水井戸として耐久性,耐震性及び保守管理性を満たし,集水及び排水

機能が期待できるものの,設置許可基準規則第12条適合の観点から管路より除外した範囲(■)に

ついては透水層として取扱う。 

 

なお,別紙18-14図は揚圧力影響(設置許可基準規則第４条)の低減に着目した設備構成案である

が,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても機能が損なわれない

ことを確認し,機能に影響が及ぶ場合は適切な対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 

（島根２号炉は，設備構成の検

討について第Ⅱ編 2.6に記載） 
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別紙18-14図 地下水位低下設備の構成例 

 

別紙18-14図における各施設の範囲における集水及び排水機i能の設備構成例(模式図)を別紙

18-15図に示す。本模式図を用い,施設ごとに,集水及び排水機能を構成する動的・静的機器の単

一故障に対する機能保持の考え方を整理し,検討結果を以降に示す。 
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別紙18-15図 各施設の範囲における集水及び排水機能の設備構成例(模式図) 

 

(2)原子炉建屋周辺ドレーンにおける信頼性向上の対応 

原子炉建屋における故障想定を別紙18-8表に示す。 

 

別紙18-8表 設置許可基準規則第12条を考慮した検討ケース 

(原子炉建屋) 
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原子炉建屋における,動的機器(揚水ポンプ)の単一故障(短期・長期)に係る検討例を別紙18-16

図に示す。 

揚水ポンプの単一故障に対して,多重化により要求される機能(地下水位を一定の範囲に保持)

が維持される。 

 

 

別紙18-16図 原子炉建屋の設備構成検討例 

(動的機器(揚水ポンプ)の単一故障) 

 

原子炉建屋における,静的機器(ドレーン)の単一故障(長期)に係る検討例を別紙18-17図に示

す。 

ドレーンの単一故障に対して,揚水井戸・揚水ポンプの配置により機能(地下水位を一定の範囲

に保持)が維持される。 
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別紙18-17図 原子炉建屋の設備構成検討例 

(静的機器(ドレーン)の単一故障) 
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(3)制御建屋周辺ドレーンにおける信頼性向上の対応 

制御建屋周辺ドレーンにおける故障想定を別紙18-9表に示す。 

 

別紙18-9表 設置許可基準規則第12条を考慮した検討ケース(制御建屋) 

 

 

制御建屋における,動的機器(揚水ポンプ)の単一故障(短期・長期)に係る 

検討例を別紙18-18図に示す。 

揚水ポンプの単一故障に対して,多重化により要求される機能(地下水位を 

一定の範囲に保持)が維持される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451



女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

別紙 18-18図 制御建屋の設備構成検討例 

(動的機器(揚水ポンプ)の単一故障) 

 

制御建屋における,静的機器(ドレーン)の単一故障(長期)に係る検討例を別紙18-19図に示す。 

ドレーンの単一故障に対して,揚水井戸・揚水ポンプの配置により要求される機能(地下水位を

一定の範囲に保持)が維持される。 
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別紙18-19図 制御建屋の設備構成検討例 

(静的機器(ドレーン)の単一故障) 

 

(4)排気筒基礎周辺ドレーンにおける信頼性向上の対応 

排気筒基礎周辺ドレーンにおける故障想定を別紙18-10表に示す。 
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別紙18-10表 設置許可基準規則第12条を考慮した検討ケース 

(排気筒基礎) 

 

排気筒基礎における,動的機器(揚水ポンプ)の単一故障(短期・長期)に係る検討例を別紙18-20

図に示す。 

揚水ポンプの単一故障に対して,多重化により要求される機能(地下水位を一定の範囲に保持)

が維持される。 

 

別紙18-20図 排気筒基礎の設備構成検討例 

(動的機器(揚水ポンプ)の単一故障) 
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排気筒基礎における,静的機器(ドレーン)の単一故障(短期・長期)に係る検討例を別紙18-21図

に示す。 

ドレーンの単一故障に対して,揚水井戸・揚水ポンプの配置により機能要求される機能(地下水

位を一定の範囲に保持)が維持される。 

 

別紙18-21図 排気筒基礎の設備構成検討例 

(静的機器(ドレーン)の単一故障) 

 

(5)３号炉海水熱交換器建屋周辺ドレーンにおける信頼性向上の対応 

３号炉海水熱交換器建屋周辺ドレーンにおける故障想定を別紙18-11表に示す。 
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別紙18-11表 設置許可基準規則第12条を考慮した検討ケース 

(３号炉海水熱交換器建屋) 

 

３号炉海水熱交換器建屋における,動的機器(揚水ポンプ)の単一故障(短期・長期)に係る検討例

を別紙18-22図に示す。揚水ポンプの単一故障に対して,多重化により要求される機能(地下水位

を一定の範囲に保持)が維持される。 

 

別紙18-22図 ３号炉海水熱交換器建屋の設備構成検討例 

(動的機器(揚水ポンプ)の単一故障) 
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３号炉海水熱交換器建屋における,静的機器(ドレーン)の単一故障(長期)に係る検討例を別紙

18-23図に示す。 

ドレーンの単一故障に対して,揚水井戸・揚水ポンプの配置により要求される機能(地下水位を

一定の範囲に保持)が維持される。 

 

別紙18-23図 ３号炉海水熱交換器建屋の設備構成検討例 

(静的機器(ドレーン)の単一故障) 
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(6)まとめ 

設置許可基準規則第３条第２項及び第４条並びに第12条に係る要求事項に照らし,地下水位低

下設備の集水及び排水機能に係る設備構成を検討した。 

検討の結果,別紙18-14図に示した設備構成案にて設置許可基準規則第12条の要求事項に対して

も集水及び排水機能が保持されることを確認した。ここまでで整理した設備構成について,同第

12条の要求事項全体を踏まえた設備設計の妥当性は「2.3設置許可基準規則第12条の要求事項に

基づく設備構成の妥当性」にて確認する。 

工事計画認可段階においては,設計上の必要範囲が機能する場合並びに設置許可基準規則第12

条適合上の必要範囲が機能する場合等,検討ケースごとに対応した浸透流解析を実施し,設計用

地下水位を設定する(第1編及び添付資料2を参照)。 

新設する揚水井戸の構造・配置例について補足説明資料8に示す。なお,詳細な配置・構造等に

ついては工事計画認可段階における詳細検討で確定する。 

 

2.3設置許可基準規則第12条の要求事項に基づく設備構成の妥当性 

「2.2設置許可基準規則第12条の要求事項に基づく設備構成の検討」において整理した地下水位

低下設備の設備構成について,設置許可基準規則第12条の要求事項全体を踏まえた設備設計の妥

当性について,以下に整理する。なお,整理に当たっては,設置許可基準規則第12条で規定される,

単一故障想定ごと(短期間については「動的機器単一故障」,長期間については「動的機器の単一

故障」及び「静的機器の単一故障」)に分けて,妥当性を確認する。 

(1)短期間に発生する故障想定に対する設備設計の妥当性 

短期間において,動的機器に単一故障を想定した場合の地下水位低下設備の設備設計の妥当性

を別紙18-12表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 
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・検討内容の相違 

①の相違 
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(2)長期間に発生する故障想定に対する設備設計の妥当性 

長期間において,動的機器に単一故障を想定した場合の地下水位低下設備の設備設計の妥当性

を別紙18-13表に示す。 

長期間において,静的機器に単一故障を想定した場合の地下水位低下設備の設備設計の妥当性

を別紙18-14表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 
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3. 機能喪失要因等の分析に基づく設備構成の検討 

3.1 供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析 

前述のとおり,地下水位低下設備の機能を維持するために,設置許可基準規則第12条における安

全機能の重要度分類を踏まえたクラス1に相当する設備としての設計に当たっての考え方を説明

した。 

ここでは,通常運転時から大規模損壊発生時までの供用期間中の全ての状態における地下水位

低下設備の信頼性を向上するために必要な耐性を検討するため,以下の分析を行う。 

 

【分析1】 

・地下水位低下設備の機能ごとに,設置許可基準規則第3条から第13条までにおいて考慮するこ

とが要求される事象を,「想定する機能喪失要因」とする。 

・なお,設置許可基準規則第14条から第36条までに対しては,別紙18-15表のとおり,地下水位低

下設備に対する機能について影響するものではないので機能喪失要因の対象とはならない。 

・地下水位低下設備の構成部位が,想定する機能喪失要因により機能喪失するかを分析(別紙

18-16表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の観点から必要な対策について整理する。 

 

【分析2】 

・分析1から抽出された,地下水位低下設備の機能喪失要因となる事象が発生した場合に,同時

に「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」が発生するかについ

て分析(別紙18-17表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の対策に加え,追加の対策が必要であるか

について整理する。 

 

【分析3】 

・「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」発生後に,何らかの原

因により地下水位低下設備が機能喪失した場合を想定し,運転時の異常な過渡変化等の事

象収束に対して影響があるかを分析(別紙18-18表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の対策に加え,追加の対策が必要であるか

について整理する。 

 

【分析4】 

・大規模損壊の発生要因について,プラントの損壊状況を踏まえ,地下水位低下設備の設計を行

う上で配慮する。 

 

 

 

 

2. 機能喪失要因等の分析に基づく設備構成の検討 

2.1 供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析 

 

 

 

通常運転時から大規模損壊発生時までの供用期間中の全ての状態における地下水位低下設備の

信頼性を向上するために必要な耐性を検討するため,以下の分析を行う。 

 

【分析１】 

・地下水位低下設備の機能ごとに,設置許可基準規則第３条から第13条までにおいて考慮する

ことが要求される事象を,「想定する機能喪失要因」とする。 

・なお,設置許可基準規則第14条から第36条までに対しては,別紙17-8表のとおり,地下水位低

下設備に対する機能について影響するものではないので機能喪失要因の対象とはならない。 

・地下水位低下設備の構成部位が,想定する機能喪失要因により機能喪失するかを分析(別紙

17-9表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の観点から必要な対策について整理する。 

 

【分析２】 

・分析１から抽出された,地下水位低下設備の機能喪失要因となる事象が発生した場合に,同

時に「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」が発生するかにつ

いて分析(別紙17-10表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の対策に加え,追加の対策が必要であるか

について整理する。 

 

【分析３】 

・「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」発生後に,何らかの原

因により地下水位低下設備が機能喪失した場合を想定し,運転時の異常な過渡変化等の事

象収束に対して影響があるかを分析(別紙17-11表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の対策に加え,追加の対策が必要であるか

について整理する。 

 

【分析４】 

・大規模損壊の発生要因について,プラントの損壊状況を踏まえ,地下水位低下設備の設計を行

ううえで配慮する。 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 
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3.2 関係する条文の抽出 

地下水位低下設備の機能喪失要因と設置許可基準規則との関係を別紙18-15表に示す。 

地下水位低下設備の各構成部位が機能喪失する可能性のある事象として,ランダム故障に加え,

設置許可基準規則第3条から第13条までの要求事項を踏まえ,地震(第４条),津波(第５条),外部

事象(地震,津波以外)(第６条),内部溢水(第８条),内部火災(第９条)及び誤操作の防止(第10条)

が考えられるため要因として抽出した。 

これ以外の設置許可基準規則における設計基準対象施設に対する要求は,個別設備に対する設

計要求である等の理由から機能喪失する可能性のある事象から除外した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 関係する条文の抽出 

地下水位低下設備の機能喪失要因と設置許可基準規則との関係を別紙17-8表に示す。 

地下水位低下設備の各構成部位が機能喪失する可能性のある事象として,機器の故障に加え，設

置許可基準規則第３条から第13条までの要求事項を踏まえ,地震(第４条),津波(第５条),外部事

象(地震,津波以外)(第６条),内部火災(第８条),内部溢水(第９条)及び誤操作の防止(第10条)が

考えられるため要因として抽出した。 

これ以外の設置許可基準規則における設計基準対象施設に対する要求は,個別設備に対する設

計要求である等の理由から機能喪失する可能性のある事象から除外した。 
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3.3 各構成部位の機能喪失要因の分析 

(1)供用期間中における機能維持に必要な耐生の分析(分析１) 

地下水位低下設備の各構成部位が,抽出した機能喪失要因により機能喪失が発生するかについ

て分析する。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析１前提条件〉 

・機能喪失有無の判定においては,地下水位低下設備に必要となる設計上の配慮事項を抽出する

観点から,全ての構成部位に対し設計上の外部事象への配慮が講じられていない状態を前提と

する。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位は,屋外に設置されている状態を前提とする。 

 

〈分析結果〉 

・分析の結果,地下水位低下設備の各構成部位に対する機能喪失要因として別紙18-16表のとおり

の結果を得た。 

・これらの機能喪失要因を踏まえ地下水位低下設備の設計上の信頼性を向上させる観点から別紙

18-20表のとおり,設計上の配慮を行うこととする。 

・なお,既設の地下水位低下設備において,設計上配慮されている事項は下表の水色網掛けの箇所

であるが,これらについても新規設置に当たり,配慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 各構成部位の機能喪失要因の分析 

(1)供用期間中における機能維持に必要な耐生の分析(分析１) 

地下水位低下設備の各構成部位が,抽出した機能喪失要因により機能喪失が発生するかについ

て分析する。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析１前提条件〉 

・機能喪失有無の判定においては,地下水位低下設備に必要となる設計上の配慮事項を抽出する

観点から,全ての構成部位に対し設計上の外部事象への配慮が講じられていない状態を前提と

する。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位は,屋外に設置されている状態を前提とする。 

 

〈分析結果〉 

・分析の結果,地下水位低下設備の各構成部位に対する機能喪失要因として別紙17-9表のとおり

の結果を得た。 

・これらの機能喪失要因を踏まえ地下水位低下設備の設計上の信頼性を向上させる観点から別紙

17-12表のとおり,設計上の配慮を行うこととする。 
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・分析結果の相違 

島根２号炉はドレーンが閉塞

しないと評価（以下，④の相違） 
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(2)供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析(分析２) 

地下水位低下設備の機能喪失要因により,同時に「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」

又は「重大事故等」(以下,「各事象」)が発生するかについて分析を行い,事象収束にあたり追加

の対策が必要かについて確認する。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析2前提条件〉 

・地下水位低下設備の機能喪失要因として,分析1により抽出された項目を前提とし,ここでの分

析を行う。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位に対し設計上の外部事象への配慮が講じられていない状態

を前提とする。 

・電源に関して,非常用電源の共通要因による機能喪失は考慮しない。また,非常用DGの状態にお

いて,プラント運転中は2系列が待機状態にあることとする。 

・プラント停止中は,外部電源は基準地震動Ss未満の地震により機能喪失する可能性があるため,

機能喪失状態を前提とする。さらに,停止中はDG本体又は海水系片系が点検のために待機除外で

ある状態を想定する。また,停止中の非常用DGに対しては,ランダム故障要因を考慮する。 

 

 

〈分析結果〉 

・別紙18-17表に示すとおり,地下水位低下設備が機能喪失する外部事象発生時には,外部事象に

より敷地外の送変電設備が損傷し,「運転時の異常な過渡変化(外部電源喪失)」が発生する可能

性がある。 

・これを防止するために,地下水位低下設備には,外部電源喪失に配慮した設計が必要となる。 

・また,各事象が収束した以降も収束状態を維持する観点から,建屋の安定性等の継続的な確保が

必要である。 

・このため,地下水位低下設備の各機能喪失要因に対する設計上の配慮を行うことで,「地下水位

低下設備の機能喪失により地下水位が上昇した状態で基準地震動Ss規模の地震が発生する」と

いう状況を回避でき,建屋の安定性等が確保されることとなる。 

・上記の配慮を行うことで,通常運転中の安全施設(異常発生防止系及び異常影響緩和系)への影

響を防止することができている。 

・別紙18-18表に示すとおり,地下水位低下設備が機能喪失する外部事象発生時には,外部事象に

より,同時に「全交流動力電源喪失(停止時)」が発生する。 

・このことから,地下水位低下設備の機能喪失要因に配慮した対策,及び非常用電源に関する信頼

性向上の観点からの常設代替交流電源から電源供給可能な設計とすることにより,地下水位低

下設備の信頼性を向上させることができる。 

 

 

 

 

(2)供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析(分析２) 

地下水位低下設備の機能喪失要因により,同時に「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」

又は「重大事故等」(以下,「各事象」)が発生するかについて分析を行い,事象収束にあたり追加

の対策が必要かについて確認する。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析２前提条件〉 

・地下水位低下設備の機能喪失要因として,分析１により抽出された項目を前提とし,ここでの分

析を行う。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位に対し設計上の外部事象への配慮が講じられていない状態

を前提とする。 

・電源に関して,非常用電源の共通要因による機能喪失は考慮しない。また,非常用DGの状態にお

いて,プラント運転中は２系列が待機状態にあることとする。 

・プラント停止中は,外部電源は基準地震動Ｓｓ未満の地震により機能喪失する可能性があるた

め,機能喪失状態を前提とする。さらに,停止中はDG本体又は海水系片系が点検のために待機除

外である状態を想定する。また,停止中の非常用DGに対しては,起動失敗等の機器の故障を考慮

する。 

 

 

〈分析結果〉 

・別紙17-10表に示すとおり,地下水位低下設備が機能喪失する外部事象発生時には,外部事象に

より敷地外の送変電設備が損傷し,「運転時の異常な過渡変化(外部電源喪失)」が発生する可能

性がある。 

・これを防止するために,地下水位低下設備には,外部電源喪失に配慮した設計が必要となる。 

・また,各事象が収束した以降も収束状態を維持する観点から,建物の安定性等の継続的な確保が

必要である。 

・このため,地下水位低下設備の各機能喪失要因に対する設計上の配慮を行うことで,「地下水位

低下設備の機能喪失により地下水位が上昇した状態で基準地震動Ｓｓ規模の地震が発生する」

という状況を回避でき,建物の安定性等が確保されることとなる。 

・上記の配慮を行うことで,通常運転中の安全施設(異常発生防止系及び異常影響緩和系)への影

響を防止することができている。 

・別紙17-10表に示すとおり,地下水位低下設備が機能喪失する外部事象発生時には,外部事象に

より,同時に「全交流動力電源喪失(停止時)」が発生する。 

・このことから,地下水位低下設備の機能喪失要因に配慮した対策,及び非常用電源に関する信頼

性向上の観点からの常設代替交流電源から電源供給可能な設計とすることにより,地下水位低

下設備の信頼性を向上させることができる。 
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(3)供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析(分析３) 

「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」が発生した状態で,地下水

位低下設備が機能喪失した場合を想定し,事象収束にあたり追加の対策が必要かについて確認す

る。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析３前提条件〉 

・運転時の異常な過渡変化等の発生後に,地下水位低下設備が機能喪失する状態及び地下水位低

下設備の機能喪失後に,さらに基準地震動Ｓｓ規模の地震が発生する状態に対し分析する。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位に対し外部事象への設計上の配慮が講じられていない状態

を前提とする。 

 

〈分析結果〉 

・別紙18-19表に示すとおり,地下水位低下設備は,事象収束に必要な緩和機能を有していないた

め,事象の収束に直接は影響しない。 

・しかしながら,地下水位低下設備の機能喪失により地下水位が上昇している状態で,同時に基準

地震動Ｓｓ規模の地震の発生を想定した場合には,建屋の安定性等に影響があることから,事

象の収束に対する影響の懸念がある。 

・このため,地下水位低下設備の各機能喪失要因に対する設計上の配慮を行うことで,「地下水位

低下設備の機能喪失により地下水位が上昇した状態で基準地震動Ｓｓ規模の地震が発生す

る」という状況を回避でき,建屋の安定性等が確保されることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析(分析３) 

「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」が発生した状態で,地下水

位低下設備が機能喪失した場合を想定し,事象収束にあたり追加の対策が必要かについて確認す

る。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析３前提条件〉 

・運転時の異常な過渡変化等の発生後に,地下水位低下設備が機能喪失する状態及び地下水位低

下設備の機能喪失後に,さらに基準地震動Ｓｓ規模の地震が発生する状態に対し分析する。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位に対し外部事象への設計上の配慮が講じられていない状態

を前提とする。 

 

〈分析結果〉 

・別紙17-11表に示すとおり,地下水位低下設備は,事象収束に必要な緩和機能を有していないた

め,事象の収束に直接は影響しない。 

・しかしながら,地下水位低下設備の機能喪失により地下水位が上昇している状態で,同時に基準

地震動Ｓｓ規模の地震の発生を想定した場合には,建物の安定性等に影響があることから,事

象の収束に対する影響の懸念がある。 

・このため,地下水位低下設備の各機能喪失要因に対する設計上の配慮を行うことで,「地下水位

低下設備の機能喪失により地下水位が上昇した状態で基準地震動Ｓｓ規模の地震が発生す

る」という状況を回避でき,建物の安定性等が確保されることとなる。 
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3.4 分析結果を踏まえた信頼性向上のための配慮事項 

分析１から分析４までの整理を踏まえ,原子力発電所の供用期間の全ての状態において,地下水

位低下設備を機能維持する観点から,地下水位低下設備の設計に係る信頼性向上のための配慮事

項は以下のとおりとなった。 

なお,分析４における具体的なプラント損壊状態と設計上の配慮事項については,大規模損壊に

対する対応として別途説明している。 

 

分析１の結果から,地下水位低下設備に対して配慮すべき機能喪失要因が抽出されており,これ

に対する個々の対策を別紙18-20表のとおり整理した。 

 

別紙18-20表 機能喪失要因とこれを踏まえた設計上の配慮項目 

 

 

 

分析1の結果から抽出された個々の機能喪失要因に対する対策(別紙18-20表)を集約し,別紙

18-21表のとおり整理した。 

2.4 分析結果を踏まえた信頼性向上のための配慮事項 

分析１から分析４までの整理を踏まえ,原子力発電所の供用期間の全ての状態において,地下水

位低下設備を機能維持する観点から,地下水位低下設備の設計に係る信頼性向上のための配慮事

項は以下のとおりとなった。 

なお,分析４における具体的なプラント損壊状態と設計上の配慮事項については,大規模損壊に

対する対応として別途説明する。 

 

分析１の結果から,地下水位低下設備に対して配慮すべき機能喪失要因が抽出されており,これ

に対する個々の対策を別紙17-12表のとおり多重化の要否を含め整理した。 

 

別紙17-12表 機能喪失要因とこれを踏まえた設計上の配慮項目 

 

 

分析１の結果から抽出された個々の機能喪失要因に対する対策(別紙17-12表)を集約し,別紙

17-13表のとおり整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分析結果の相違 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 構成部位 機能喪失要因 対策 
多重化 

要否 

集水機能 ドレーン 地震 
・Ss機能維持することにより集水機能を確保 

× 

支持・閉塞

防止機能 
揚水井戸 地震 

・Ss 機能維持することにより支持・閉塞防止機能を

確保 
× 

排水機能 

揚水ポンプ 

機器故障 

（継続運転失敗・

起動失敗） 

・ポンプの多重化による機能維持 

○ 
地震 

・Ss 機能維持することにより揚水ポンプの機能を確

保 

竜巻 ・井戸に飛来物影響の防護が可能な蓋を設置 

落雷 
・制御盤への保安器の設置等による避雷対策,又は避

雷針の保護範囲内への設置 

火山 ・井戸に対する火山灰の侵入を蓋の設置により防止 

配管 

機器故障 

（リーク・閉塞） 

・配管の多重化による機能維持 

○ 
地震 ・Ss機能維持 

竜巻 ・井戸に飛来物影響の防護が可能な蓋を設置 

監視・制御

機能 

制御盤 

機器故障 

（不動作・誤操作） 

・多重化により機能維持 

○ 

地震 ・Ss機能維持 

台風,竜巻 ・屋内設置 

凍結 ・凍結防止装置を設置,又は屋内設置 

降水 ・防水処理,又は屋内設置 

積雪 
・積雪荷重を受けないように屋根等を設置,又は屋内

設置 

落雷 
・制御盤への保安器の設置等による避雷対策,又は屋

内設置 

火山 ・火山灰の侵入防止措置の実施,又は屋内設置 

生物学的事象 
・止水や貫通部処理による小動物の侵入防止,又は屋

内設置 

森林火災(外部火

災) 

・火災の影響を受けないよう屋内設置 

内部火災 ・制御盤の分離,離隔距離を確保した配置 

内部溢水 ・共通要因故障に配慮した配置 

水位計 

機器故障 

（不動作・誤操作） 

・多重化による機能維持を図ることとし,片系が機能

喪失した場合には設定水位に到達時にもう片系の水

位計の検知によりバックアップ 

○ 
地震 ・Ss機能維持 

竜巻 ・井戸に飛来物影響の防護が可能な蓋を設置 

落雷 
・制御盤への保安器の設置等による避雷対策,又は避

雷針の保護範囲内への設置 

火山 ・井戸に対する火山灰の侵入を蓋の設置により防止 

電源機能 
電源 

(非常用 DG) 

機器故障 

（起動失敗） 

・機器故障に対しては多重化による機能維持 
○ 
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別紙18-21表 地下水位低下設備の設計に係る信頼性向上のための配慮事項 

 

 

分析２の結果からは分析１と同様の対策(別紙18-20表)が必要という結果を得た。また,これに

加えて,停止時における全交流動力電源喪失への配慮として,常設代替交流電源からの電源供給

が可能な設計とする。 

分析３の結果からは,分析１と同様の対策(別紙18-20表)が必要という結果を得た。 

以上のとおり,分析１から分析３を踏まえ,地下水位低下設備の信頼性向上の観点から対策を講

じることとする。 

なお,分析４については,分析１から分析３での対策により,設計上の配慮を行うことができる。 

 

また,上記のような信頼性向上の観点からの対策を行ってもなお,地下水位低下設備が機能喪失

する状態も考え,復旧のための予備品の確保及び可搬型設備を用いた機動的な措置について手順

等の整備を行う(「4.運用管理・保守管理上の方針」参照)。 

地下水位低下設備の各構成部位におけるＳｓ機能維持の確認方法を別紙18-22表に示す。 

 

 

 

 

 

別紙17-13表 地下水位低下設備の設計に係る信頼性向上のための配慮事項 

 

 

 

分析２の結果からは分析１と同様の対策(別紙17-12表)が必要という結果を得た。また,これに

加えて,停止時における全交流動力電源喪失への配慮として,常設代替交流電源からの電源供給

が可能な設計とする。 

分析３の結果からは,分析１と同様の対策(別紙17-12表)が必要という結果を得た。 

以上のとおり,分析１から分析３を踏まえ,地下水位低下設備の信頼性向上の観点から対策を講

じることとする。 

なお,分析４については,分析１から分析３での対策により,設計上の配慮を行うことができる。 

 

また,上記のような信頼性向上の観点からの対策を行ってもなお,地下水位低下設備が機能喪失

する状態も考え,復旧用可搬ポンプを用いた機動的な措置について手順等の整備を行う(「4. 運
用管理・保守管理上の方針」参照)。 

地下水位低下設備の各構成部位におけるＳｓ機能維持の確認方法を別紙17-14表に示す。 

 

 

 

 

 

・分析結果の相違 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

島根２号炉は，アクセスルー

トについて地下水位低下設備の

効果を期待していない（以下，

③の相違） 

 

 

 

機能 構成部位 対策 備考 

集水機能 ドレーン ・Ss機能維持 

・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-14表参照 

・ドレーンに関する信頼性向上は「添付資料１」

参照 

支持・閉塞防

止機能 
揚水井戸 

・Ss機能維持 

・蓋の設置 
・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-14表参照 

排水機能 

揚水ポンプ 
・多重化 

・Ss機能維持 

・多重化の概要は別紙 17-15図参照 

・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-14表参照 

配管 
・多重化 

・Ss機能維持 

・多重化の概要は別紙 17-15図参照 

・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-14表参照 

監視・制御機

能 

制御盤 

・多重化 

・Ss機能維持 

・隔離を確保した屋内設置 

・内部事象に起因する共通要因故障

に配慮した配置 

・多重化の概要は別紙 17-15図参照 

・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-14表参照 

水位計 
・多重化 

・Ss機能維持 

・多重化の概要は別紙 17-15図参照 

・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-14表参照 

電源機能 
電源 

(非常用 DG) 
・多重化 

・多重化の概要は別紙 17-15図参照 
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別紙18-22表 地下水位低下設備の各構成部位における 

Ss機能維持の確認方法と設計方針 

 

 

3.5 監視・制御機能及び電源接続の系統構成 

地下水位低下設備の電源系,監視・制御系の系統構成概要を別紙18-24図に示す。各井戸におけ

る揚水ポンプ,水位計,現場における監視・制御系,中央制御室の監視盤及び非常用電源からの電

源供給については多重性及び独立性を確保した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

別紙17-14表 地下水位低下設備の各構成部位における 

Ｓｓ機能維持の確認方法と設計方針 

 

 

 

 

2.5 監視・制御機能及び電源接続の系統構成 

地下水位低下設備の電源系,監視・制御系の系統構成概要を別紙17-15図に示す。井戸における

揚水ポンプ,水位計,現場における監視・制御系,中央制御室の監視盤及び非常用電源からの電源

供給については信頼性の向上を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 構成部位 
Ss機能維持の確認方法 

分類 具体的な方法 

集水機能 ドレーン 解析 
・基準地震動 Ss に対し地下水の集水機能を維持

する設計とする。 

支持・閉塞
防止機能 

揚水井戸 解析 
・基準地震動 Ssに対し機能(揚水ポンプ及び配管
の支持機能並びに閉塞防止機能)を維持する設
計とする。 

排水機能 

揚水ポンプ 
解析・ 
加振試験 

・基準地震動 Ss に対し機能(地下水の排水機能)
を維持する設計とする。 

・支持金物は基準地震動 Ssに対し機能(揚水ポン
プの支持機能)を維持する設計とする。 

配管 解析 

・基準地震動 Ss に対し揚水ポンプで汲み上げた
地下水の排水経路を維持する設計とする。 

・支持金物は,基準地震動 Ss に対し機能(配管の
支持機能)を維持する設計とする。 

監視・制御
機能 

制御盤 
解析・ 
加振試験 

・基準地震動 Ssに対し機能(揚水ポンプの制御機
能)を維持する設計とする。 

水位計 
解析・ 
加振試験 

・基準地震動 Ssに対し機能(揚水井戸内に継続的
に流入する地下水位監視機能,揚水ポンプの起
動停止の制御機能)を維持する設計とする。 

・支持金物は基準地震動 Ssに対し機能(水位計の
支持機能)を維持する設計とする。 
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別紙18-24図 地下水位低下設備の電源系,監視・制御系の系統構成概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙17-15図 地下水位低下設備の電源系,監視・制御系の系統構成概要 
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2.6 信頼性の向上を考慮した設備構成の検討 

ここでは,地下水位低下設備の目的,機能及び要求期間を踏まえ,原子炉建物等への影響を鑑

み,集水機能(ドレーン等)及び排水機能(揚水ポンプ等)の設備構成を検討する。 

なお,検討に当たっては,揚水ポンプの故障を想定することとした。 

設備構成の検討においては,第Ⅰ編の整理から地下水位低下設備が機能しない場合の影響とし

て,施設へ作用する揚圧力(設置許可基準規則第４条)及び液状化影響(設置許可基準規則第３条

第２項)が抽出されているが,ここでは早期に影響が現れる建物，構築物の揚圧力影響の低減に着

目し,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備を設置することとし,集水及び排水機

能に係る設備構成の検討を行った。 

なお,液状化影響に対しては,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備の機能を考

慮した水位より設計地下水位を設定し,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した

場合においても機能が損なわれないことを確認し,機能に影響が及ぶ場合は適切な対策を講ずる

設計とする。 

設備構成の検討に当たっては信頼性確保が重要となることから,添付資料２に示すとおり,施

設に対するドレーンの配置から期待範囲を設定し,信頼性の確保に係る３つの観点(耐久性,耐震

性,保守管理性)を満たす地下水位低下設備を新設する。また，検討に当たっては，揚水ポンプを

多重化することとした。 

 

(1)設備構成概要 

主要建物周辺に新たに設置する地下水位低下設備の配置例及び構成例を別紙17-16図に示す。 

これは,早期に影響が現れる揚圧力影響(設置許可基準規則第４条)の低減に着目した建物，構

築物(原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物及び排気筒)に対し,設置許可基

準規則条文適合上必要な集水及び排水機能の範囲を示したものであり,設計値保持上の必要範囲

(■)と,信頼性向上に寄与する範囲(■)にて構成される。 

 

また，揚水ポンプの故障を想定し，同等の排水能力を有する揚水ポンプを設置することにより

多重化した。 

なお, 別紙 17-16図は揚圧力影響(設置許可基準規則第４条)の低減に着目した設備構成案であ

るが,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても機能が損なわれな

いことを確認し,機能に影響が及ぶ場合は適切な対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 

（女川２号炉は，設備構成の検

討について第Ⅱ編 2.2に記載） 
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別紙17-16図 地下水位低下設備の配置例及び構成例 

 

設置許可基準規則第３条第２項及び第４条に係る要求事項に照らし,地下水位低下設備の集水

及び排水機能に係る設備構成を検討した。 

詳細設計段階においては,設計上の必要範囲が機能する場合の浸透流解析を実施し,設計地下

水位を設定する(第Ⅰ編及び添付資料２を参照)。 

新設する地下水位低下設備の構造・配置例について補足説明資料７に示す。なお, 地下水位低

下設備は既設のドレーンより低い位置で集水し，かつ地下水位低下設備（既設）から独立した設

備とすることとし，揚水井戸及びドレーンの配置及び構造については詳細設計段階で確定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平
面
図

断
面
図

集水管・接続枡・サブドレーンピット
（機能に期待しない地下水位低下設備(既設)※）

凡例

※２号原子炉建物直下のサブドレーンについても，同様の理由で期待しない

建物，構築物（揚圧力影響）

ＰＰ 揚水井戸・揚水ポンプ・
ドレーン 揚水ポンプ

【設計値保持上の必要範囲】 【信頼性向上に寄与する範囲】

２号炉
タービン建物

２号炉
廃棄物
処理建物

２号原子炉建物 制御室
建物

Ｐ

２号炉
排気筒

Ｐ

Ｐ

２号原子炉
建物

Ｐ

Ｐ
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4.運用管理・保守管理上の方針 

(1)運用管理及び保守管理に係る位置付け 

原子炉施設保安規定及びこれに関連付けた社内規定類において,地下水位低下設備の運用管理,

保守管理に係る事項を定める。具体的には,運用管理については運転上の制限等を定めるととも

に,必要な手順を整備した上で管理していく。また,保守管理については予防保全対象として管理

していく。 

 

【運用管理の方針(案)】 

 原子炉施設保安規定において,地下水位低下設備に運転上の制限(以下,「LCO」と記載)を設

定する。 

〈具体的な対応〉 

・LCO,LCOを満足していない場合に要求される措置及び要求される措置の完了時間(以下,「AOT」

と記載)を設定し,逸脱した場合には,原子炉を停止することを定める。 

・地下水位低下設備が動作可能であることを定期的に確認することを定める。 

 原子炉施設保安規定に関連付けた社内規定類において地下水位低下設備の運転管理方法を

定める。 

〈具体的な対応〉 

・地下水位低下設備の運用に係る体制,確認項目・対応等を整備する。 

・地下水位低下設備が機能喪失した場合に,可搬型設備による機動的な対応による 

復旧を行うための手順を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.運用管理・保守管理上の方針 

(1)運用管理及び保守管理に係る位置付け 

地下水位低下設備の運用管理,保守管理に係る事項をＱＭＳ文書に定める。具体的には,運用管

理については，必要な手順を整備したうえで管理していく。また,保守管理については予防保全

対象として管理していく。 

 

 

【運用管理の方針(案)】 

 

 

 

 

 

 ＱＭＳ文書において，地下水位低下設備が動作可能であることを定期的に確認することを定

める。 

 ＱＭＳ文書において地下水位低下設備の運転管理方法を定める。 

〈具体的な対応〉 

・地下水位低下設備の運用に係る体制,確認項目・対応等を整備する。 

・地下水位低下設備が機能喪失した場合に,復旧用可搬ポンプによる機動的な対応による 

復旧を行うための手順を定める。 

 

①復旧用可搬ポンプの考え方 

地下水位低下設備は,重要安全施設への影響に鑑み,高い信頼性を確保する設計とするものの,

それでもなお,動作不能が発生した場合を想定し,復旧用可搬ポンプを配備する。 

地下水位低下設備は,常時待機状態の緩和系とは異なり,比較的高い頻度での稼働が必要な設備

である。 

こうした性質を勘案して,機器の故障が発生しても,復旧用可搬ポンプでの対応が可能となるよ

う,必要台数を配備する。（別紙17-15表参照） 

 

別紙17-15表 資機材の配備数 

 

 

 

 

・運用の相違 

島根２号炉の地下水位低下設

備は設置許可基準規則第 12 条

に該当しないため，保安規定に

定める運転上の制限は考慮して

いない（以下，⑤の相違） 

 

 

・運用の相違 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

③の相違 

 

（女川２号炉は，保守管理方針

（案）に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 配備数 

復旧用可搬ポンプ 
・揚水ポンプ 

・発電機 等 
一式 
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①LCOの設定の考え方 

LCOについては,対象エリア※ごとに地下水位低下設備の多重性確保の観点を踏まえた設定を行

う。揚水ポンプ等の機器故障及び揚水井戸の水位の視点からの動作不能の判断基準を設定する。

これにより,揚水ポンプが稼働している状態において何らかの要因により排水機能に影響が生

じ,揚水井戸の水位が上昇した場合においても,水位による動作不能の判断を行うことが可能と

なる。なお,機能喪失の詳細な判定項目(揚水ポンプ故障の要因等)は詳細設計を踏まえ設定する。

(別紙18-25図参照) 

※対象エリアとは,２号炉原子炉建屋・制御建屋周辺,３号炉海水熱交換器建屋周辺及び2号炉排

気筒周辺を指す。 

 

 

別紙18-25図 地下水位低下設備の動作不能要因イメージ 

 

②要求される措置の考え方 

・地下水位低下設備１系列が動作可能であれば,揚水井戸の水位を一定の範囲で保持することが

可能であることから,１系列が動作不能の場合は,残りの１系列について動作可能であることを

確認するとともに,可搬型設備を設置し地下水位を低下させる措置を開始し,予備品への交換を

行う。 

・上記で要求される措置を完了時間内に達成できない場合,または,地下水位低下設備2系列が動

作不能の場合には,原子炉を停止する。それに加えて,原子炉を停止した後の原子炉の状態にお

いても地下水位低下設備の機能が要求されることから,可搬型設備により地下水位を低下させ

る措置を開始し,予備品への交換を行い継続的に常設機の復旧を図る。 

③AOTの設定の考え方: 

・地下水位低下設備１系列が動作不能時のAOTはｎ日間※1とする。 

・地下水位低下設備２系列が動作不能の場合には,24時間で高温停止,36時間で冷温停止する。 

・可搬型設備によりα時間※2以内に地下水位を低下させる措置を完了する。 

※1:ｎについては,地下水位低下設備はプラントの状態に関わらず高い頻度で稼働するという性

質を踏まえ,工事計画認可段階での浸透流解析結果に基づき,現実的な設備の復旧時間等を勘案

して設定することとする。 

※2:体制構築時間及び可搬型設備設置後の起動時間を積み上げ,この時間が設計用地下水位到達

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

⑤の相違 
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までの時間(X時間)に包絡されるものとする。また,α時間は工認設計段階での浸透流解析結果に

より決定するが,設定する際,体制構築時間等に一定の保守性を確保する。(別紙18-26図参照) 

 

 

別紙18-26図 可搬型設備による水位を低下させる措置の概念 

 

④サーベランスの設定の考え方 

・地下水位低下設備の電源系及び制御系に異常がないこと,水位レベル及びポンプの運転に伴い

水位が低下していることを,1回/日の頻度で,制御盤で確認する。 

⑤常時監視の考え方 

・地下水位低下設備については,揚水井戸の水位及び揚水ポンプの運転状況を中央制御室におい

て常時監視する。 

 

【保守管理の方針(案)】 

 保全計画の策定では,原子炉施設保安規定において地下水位低下設備にLCOを設定すること

から,他のLCO設定設備と同様に,地下水位低下設備を「予防保全」の対象と位置付け管理し

ていく。 

 機能喪失した場合に備え予め予備品を確保した上で,機能喪失時には原因調査を行い補修す

る。 

 

①可搬型設備及び予備品確保の考え方 

地下水位低下設備は,重要安全施設への影響に鑑み,原子炉施設の安全機能の重要度分類を踏ま

えて,高い信頼性を確保する設計とするものの,それでもなお,動作不能が発生した場合を想定

し,可搬型設備及び予備品を配備する。 

地下水位低下設備は,常時待機状態の緩和系とは異なり,比較的高い頻度での稼働が必要な設備

である。 

こうした性質を勘案して,対象エリア各々で単一故障が発生し,かつ,その状態が重なる場合を

想定しても,可搬型設備での対応が可能となるよう,必要台数を配備することとする。 

また,可搬型設備を設置した上で予備品により恒久的な復旧を図るため,別紙18-23表に示す必

要な資機材を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保守管理の方針(案)】 

 保全計画の策定では,地下水位低下設備を「予防保全」の対象と位置付け管理していく。 

 

 

 機能喪失した場合に備え予め復旧用可搬ポンプを確保したうえで,機能喪失時には原因調査

を行い補修する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は，試験又は検査

の例を別紙 18-15表に記載） 

 

（島根２号炉は，監視について

別紙 18-16図に記載） 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

③の相違 

 

（島根２号炉は，【運用管理の方

針(案)】に記載） 

 

 

 

 

・検討結果の相違 

島根２号炉は，機器故障の重

畳は考慮していない 
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別紙18-23表 資機材の配備数 

 

 

 

(2)要求される措置の具体的な例 

揚水ポンプ１系列が動作不能の場合における新たに設置する揚水ポンプの運用例を別紙18-27

図に示す。 

地下水位低下設備１系列が動作可能であれば,揚水井戸の水位を一定の範囲に保持することが

可能であるが,１系列が動作不能の場合は,可搬型設備を設置し地下水位を低下させる措置を開

始するとともに,残りの１系列について動作可能であることを確認し,予備品の揚水ポンプとの

交換(復旧)を行う。 

上記により２系列動作可能な状態に復帰する。 

 

別紙18-27図 新たに設置する揚水ポンプの運用例 

(揚水ポンプ１系列が動作不能の場合) 

 

揚水ポンプ２系列が動作不能の場合における新たに設置する揚水ポンプの運用例を別紙18-28

図に示す。 

地下水位低下設備２系列が動作不能の場合には,地震が発生すると施設に対し揚圧力による影

響があることから原子炉を停止する。それに加えて,原子炉を停止した後の原子炉の状態におい

ても地下水位低下設備の機能が要求されることから,可搬型設備及び予備品により地下水位を低

下させる措置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)復旧対応の具体的な例 

揚水ポンプ１系列が動作不能の場合における新たに設置する揚水ポンプの運用例を別紙17-17

図に示す。 

地下水位低下設備１系列が動作可能であれば,揚水井戸の水位を一定の範囲に保持することが

可能であるが,１系列が動作不能の場合は,復旧用可搬ポンプを設置し,動作不能の揚水ポンプの

補修(復旧)を行う。 

 

上記により２系列動作可能な状態に復帰する。 

  

別紙17-17図 新たに設置する揚水ポンプの運用例 

(揚水ポンプ１系列が動作不能の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討結果の相違 

島根２号炉は，機器故障の重

畳は考慮していない 
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別紙18-28図 新たに設置する揚水ポンプの運用例 

(揚水ポンプ２系列が動作不能の場合) 

 

(3)地下水位低下設備の具体的な試験又は検査 

設置許可基準規則第12条の解釈において,試験又は検査について以下の要求事項がある。 

・運転中に定期的に試験又は検査(実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

(平成25年原子力規制委員会規則第6号)に規定される試験又は検査を含む。)ができること。 

・多重性又は多様性を備えた系統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査ができるこ

と。 

 

これを踏まえて,地下水位低下設備は独立して試験又は検査ができる設計とする。 

地下水位低下設備に係る試験又は検査の例を別紙18-24表に,地下水位低下設備の検査項目と範

囲を別紙18-29図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)地下水位低下設備の具体的な試験又は検査 

信頼性向上のため,試験又は検査について以下を考慮する。 

・運転中に定期的に試験又は検査ができること。 

 

・信頼性向上の配慮により多重化した系統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査が

できること。 

 

これを踏まえて,地下水位低下設備は独立して試験又は検査ができる設計とする。 

地下水位低下設備に係る試験又は検査の例を別紙17-16表に,地下水位低下設備の検査項目と範

囲を別紙17-18図に示す。 
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別紙18-24表 地下水位低下設備に係る試験又は検査の例 

 

 

 

別紙18-29図 地下水位低下設備の試験又は検査項目と範囲 

 

 

 

 

別紙17-16表 地下水位低下設備に係る試験又は検査の例 

 

 

別紙17-18図 地下水位低下設備の試験又は検査項目と範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 頻度 

水位検出器性能（校正）検査 水位検出器の校正を行い，適切な値が伝送さ

れることを確認する。 
定期検査ごと 

水位計設定値確認検査及びイ

ンターロック確認検査 

水位計設定値が適切な値であること，インタ

ーロックが作動することを確認する。 
定期検査ごと 

揚水ポンプ機能検査 インターロックの入力信号によりポンプが

起動・停止することを確認する。 
定期検査ごと 

揚水ポンプ起動試験 揚水ポンプが起動することを確認する。 １回／月 

揚水井戸点検 ひび割れ等の変状が発生していないことを

確認する。 

別途，「島根原子力

発電所土木建築関

係設備点検手順書」

にて定める 

ドレーン点検 ドレーンにカメラ等を挿入し，通水面積が保

持されていることを確認する。 
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5.信頼性向上の方針のまとめ 

地下水位低下設備の設置目的と機能の重要性に鑑み,安全機能の重要度分類におけるクラス１

に相当する設備と位置付け,設備構成を検討した。 

さらに,地下水位低下設備については,機能の目的及び機能の維持期間を踏まえ,別紙18-30図に

示すようにハード対策及びソフト対策といった多段な対策によりその信頼性向上に努める。 

 

 

これにより,原子炉施設に対する炉心損傷又は燃料破損等のリスクの低減を図ることができる。 

 

 

 

別紙18-30図 地下水位低下設備の信頼性向上の方針まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.信頼性向上の方針のまとめ 

地下水位低下設備の設置目的と機能の重要性に鑑み,設備構成を検討した。 

 

さらに,地下水位低下設備については,機能の目的及び機能の維持期間を踏まえ,信頼性向上に

係る対策として地下水位低下設備のＳｓ機能維持及び多重化を行う。それでもなお動作不能が発

生した場合を想定し,復旧用可搬ポンプを用いて復旧を行う多段な対策によりその信頼性向上に

努める。 

これにより,原子炉施設に対する炉心損傷又は燃料破損等のリスクの低減を図ることができる。 
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第Ⅲ編 設置許可段階における構造成立性検討用の地下水位の設定 

 

耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等について，設置許可段階におけ

る構造成立性を確認する場合，第Ⅰ編 別紙 17-5 表「耐震評価において地下水位の影響を受け

る可能性のある施設等の地下水位の設定方針」に基づき地下水位を設定する。 

なお，地下水位条件については，構造成立性に係る個別の説明資料において，他の設計条件と

併せて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

②の相違 
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添付資料１ 

既設の地下水位低下設備の概要 

1.全体構成 

既設の地下水位低下設備は，原子炉建屋，制御建屋，タービン建屋及び排気筒，海水ポンプ室

等の各号炉の主要施設下部周辺に設置しており，地下水はドレーンによって集水し，揚水井戸内

に設置した揚水ポンプ・配管により構内排水路(補足説明資料３)へ排水される。 

建設時工認(女川２号炉及び３号炉工認)では地下水位低下設備の機能を考慮した二次元浸透

流解析を参照し，周辺施設(屋外重要土木構造物等)の設計用地下水位の設定，揚水ポンプ容量等

の設定を行っている(補足説明資料２)。 

地下水位低下設備は，添付1-1図に示す部位により構成され，添付1-2図に示す地下水の集水機

能，支持・閉塞防止機能，排水機能並びに地下水位の監視機能他を維持することによりその機能

を保持する。 

女川原子力発電所の地下水位低下設備は，各号炉の建設時に設置され，その後，保守管理を行

いながらその機能を維持している。なお，平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震後に実施した

主要な設備の目視確認の範囲においては，ドレーン及び揚水井戸の集水及び排水機能に異常は確

認されなかった(添付資料1「5.保守管理の状況」を参照)。 

 

 

添付 1-1 図地下水位低下設備(既設)の基本構成 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

島根２号炉では，浸透流解析

（予測解析）において，地下水

位低下設備（既設）の機能に期

待しないため，記載を省略（添

付資料１の相違理由は以下同

様） 
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添付 1-2 図 地下水位低下設備(既設)の機能と構成部位 

 

2.地下水位低下設備の設置位置 

地下水位低下設備のうちドレーン・揚水井戸の配置を添付1-3図に示す。 

地下水位低下設備は，各施設周囲の岩盤上に設置されたドレーン(有孔塩ビ管〈φ100mm,200mm

の2種類〉及び有孔ヒューム管〈φ500mm,800mm,1,050mmの3種類〉)により揚水井戸に集水し，揚

水ボンプ(2台/1箇所)・配管を介して構内排水路へ排水する構造となっている。ドレーンの分岐

部，曲がり部は鉄筋コンクリート造の接続桝が設置されている箇所もある。 

女川原子力発電所においては，異常時等において点検を行う場合を考慮し，原子炉建屋周辺等

において一部大口径のドレーン(φ800mm,φ1,050mmの有孔ヒューム管)を採用している。 

 

 

添付 1-3 図 地下水位低下設備(既設)のドレーン・揚水井戸区分 
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3.各構成部位の設置状況 

(1)ドレーン・接続桝 

a.建屋等の外周のヒューム管 

ドレーンは，掘削した岩盤内に敷設している。2号炉原子炉建屋外周のヒューム管設置状況を

添付1-4図に示す。また，土砂等の流入により有孔ヒューム管に目詰まりが生じないよう，管を

覆うように連続長繊維不織布(タフネルシート)を巻き，建屋側に砕石押え壁を設置して管周辺を

連続した高透水性材料(砕石)で充填している。なお，管底部は基礎コンクリートにより固定して

いる。施工概念を添付1-5図に，ドレーン関連部材の役割を添付1-1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

添付 1-4 図 建屋外周のヒューム管設置状況 

(2号炉原子炉建屋北側φ1,050mmの有孔ヒューム管の例) 

 
添付 1-5 図 建屋外周のヒューム管施工概念 

(φ1,050mm有孔ヒューム管の例) 
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添付 1-1 表 ドレーン関連部材の役割 

 

b.建屋等の直下のヒューム管 

2号炉及び3号炉タービン建屋等の直下及び周辺には，φ500mmの有孔ヒューム管等を敷設して

いる。2号炉タービン建屋直下の有孔ヒューム管の敷設状況を添付1-6図に示す。 

この有孔ヒューム管は，岩盤を掘削して管を敷設後，同じく連続長繊維不織布(タフネルシー

ト)を巻き，管周辺を連続した高透水性材料(砕石)で充填している(添付1-5図参照)。 

 

添付 1-6 図 建屋等の直下のヒューム管設置状況 

(2号炉タービン建屋直下のφ500有孔ヒューム管の例) 

 

c.建屋等の外周の有孔塩ビ管 

2号炉及び3号炉原子炉建屋直下や2号炉原了炉建屋と2号炉タービン建屋間等にφ100mmの有孔

塩ビ管を敷設している。2号炉原子炉建屋と2号炉タービン建屋間の有孔塩ビ管の設置状況を添付

1-7図に，施工概念を添付1-8図示す。 

この有孔塩ビ管は，岩盤を掘削して管を敷設後，土砂等の流入により有孔塩ビ管に目詰まりが

生じないよう連続長繊維不織布(タフネルシート)を巻き，管周辺を連続した高透水性材料(砂)

で充填している。 
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添付 1-7 図 2号炉原子炉建屋・タービン建屋間(φ100mm の有孔塩ビ管) 

 

 

 

添付 1-8 図 ドレーン(有孔塩ビ管)施工概念図(建屋間の施工例) 

 

d.建屋等直下の有孔塩ビ管 

建屋直下の有孔塩ビ管は建屋外縁の有孔ヒューム管に接続されている。有孔塩ビ管と有孔ヒュ

ーム管の接続概念を添付1-9図に，ドレーン縦断を添付1-10図に示す。 

有孔塩ビ管，有孔ヒューム管いずれも岩盤を掘り込み敷設後，土砂等の流入により有孔塩ビ管，

有孔ヒューム管に目詰まりが生じないよう，管を覆うように連続長繊維不織布(タフネルシート)

を巻き，管周辺を連続した高透水性材料(砂，砕石)で充填している。 

 

添付 1-9 図 有孔塩ビ管と有孔ヒューム管の接続概念 
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添付 1-10図 ２号炉原子炉建屋周辺ドレーン縦断(B-B’断面) 

 

 

 

 

 

 

e.接続桝 

ドレーンの分岐部，曲がり部には鉄筋コンクリート造の接続桝を設置している。接続桝につい

てもドレーンと同様に岩盤を掘り込んで設置されている。 

接続桝の設置状況を添付1-11図に，ドレーン径ごとの主要な接続桝を添付1-12図に示す。 

 

添付 1-11図 2号炉原子炉建屋周囲接続桝の例 
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添付 1-12図(1)接続桝の構造概要(1/2) 
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添付 1-12図(2)接続桝の構造概要(2/2) 
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(2)揚水井戸・配管 

揚水井戸は，1号炉用に3箇所，2号炉用に3箇所，3号炉用に2箇所設置している。揚水井戸位置

を添付1-13図に示す。 

揚水井戸はいずれも岩盤上に設置しており，1号炉及び2号炉は鉄筋コンクリート製立坑であ

る。 

また，2号炉揚水井戸は2号炉海水ポンプ室及び2号炉原子炉機器冷却海水配管ダクトと一体と

なって設置している。2号炉揚水井戸の設置例を添付1-14図に，平面図及び断面図を添付1-15図

及び添付1-16図に示す。 

3号炉揚水井戸は上部を鋼製シャフトにより，下部は鉄筋コンクリート製の集水ピットにより

構築している。3号炉揚水井戸の設置例を添付1-17図に，平面図及び断面図を添付1-18図及び添

付1-19図に示す。 

配管は炭素鋼鋼管(φ125mm～200mm)であり，0.P.+14.8m盤の構内排水路に接続している。 

 

添付 1-13図 揚水井戸位置 
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添付 1-14図 2号炉揚水井戸の設置例(揚水井戸④) 

 

添付 1-15 2号炉揚水井戸平面図 
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添付 1-16図 2号炉揚水井戸断面図 

 

添付 1-17図 3号炉揚水井戸の設置例(揚水井戸⑦) 
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添付 1-18図 3号炉揚水井戸平面図 

 

添付 1-19図 3号炉揚水井戸断面図 
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(3)揚水ホンプ・水位計 

揚水ポンプは,各揚水井戸内に2台設置(うち1台は予備の揚水ポンプ)し,揚水井戸に支持され

る配管を通じて0.P.+14.8m盤の構内排水路に接続している。設置位置を添付1-20図に示す、水位

計は,各揚水井戸内に1台設置されており,形式は全て圧力式である。概要を添付1-21図に示す。 

揚水ポンプの容量は,ホンプ稼働実績に対して十分な余裕を有している。各揚水ポンプの諸元

を添付1-2表に,ポンプ容量と稼働実績の関係を添付1-22図に示す。 

 

 

添付 1-20図 揚水ホンプ・水位計位置図 

 

添付 1-21図 揚水ポンプ・水位計の概要 
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添付 1-2 表 各揚水ポンプの諸元 

 

添付 1-22図 ポンプ容量と稼働実績の関係(3号炉側地下水位低下設備の例) 

(2016年 3月～2017年 3月) 

 

4.運用状況 

揚水井戸ごとに,原子炉建屋等に生じる揚圧力を設計値以下に抑えるために,運用上の制限水

位を設け,制限水位以下を維持するよう常時は自動運転としており,揚水井戸内の地下水位は水

位計により検知している。既設の揚水ポンプの運用例を添付1-23図に示す。 

揚水井戸内の水位が上昇し警報水位を超過した際は警報を発報する。なお,運転時における警

報の発報実績はない。 

揚水ポンプは保守点検のルールを定め運用しており,定期的な巡視・点検を行っている他,地震

後は速やかに設備点検し状況を確認することとしている。 
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添付 1-23図 既設の揚水ポンプの運用(揚水井戸④の例) 

 

5.保守管理の状況 

既設の地下水位低下設備は,原子炉施設保安規定に基づく保全計画において点検項目・点検頻

度を定め,定期的に巡視・点検を行っている他,地震後は速やかに設備点検し,状況を確認するこ

ととしている。保守管理内容を添付1-3表に示す。 

また,揚水ボンプ,水位計,制御盤については,計画的に取替を実施している。 

 

添付 1-3 表既設の地下水位低下設備の保守管理内容 

 

なお,平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震直後及びその後に実施している。主要な設備の

目視確認結果のうち,2号炉揚水井戸(揚水井戸⑤)及び周辺のドレーンの状況を添付1-24図に,3

号炉揚水井戸(揚水井戸⑦)及び周辺のドレーンの状況を添付1-25図に示す。 
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目視確認の範囲では著しい損傷や断面阻害等は認められず, ドレーン及び揚水井戸の集水及

び排水機能は維持されている。 

 

 

添付 1-24図 2号炉揚水井戸(揚水井戸⑤)及び周辺ドレーンの状況 
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添付 1-25図 2号炉揚水井戸(揚水井戸⑦)及び周辺ドレーンの状況 
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6.ドレーンの耐久性等 

既設地下水位低下設備のうちドレーンの構成部材の耐久性等について添付1-4表に示す。 

有孔ヒューム管の一般的な耐用年数は50年とされている(一般的なコンクリート構造物)。建設

当時の使用前検査では湧水が腐食環境下にあるかの確認を目的に水質調査を添付1-5表に示すと

おり実施している。これによると,地下水はやや海水成分を有しているが,腐食環境下にないこと

を確認している。 

また,接続桝については,鉄筋かぶりは50mm～70mmで,水セメント比は55%で施工されている。湧

水の塩素イオン濃度の最大値により,コンクリート標準示方書の塩害の照査を実施すると50年以

上と評価される。 

 

添付 1-4 表ドレーン関連部材の耐久性等 

 

 

添付 1-5 表 湧水の水質試験結果(2号炉使用前検査資料) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505




